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事業事前評価表 

国際協力機構 地球環境部 防災グループ 防災第一チーム 

１．案件名                                       
国 名： スリランカ国  
案件名： 和名 土砂災害リスク軽減のための非構造物対策能力強化プロジェクト 

英名 Project for Capacity Strengthening on Development of Non-Structural Measures for 
Landslide Risk Reduction 

 
２．事業の背景と必要性                                 
(1) 当該国における土砂災害の現状と課題、及び本事業の位置づけ 

スリランカ民主社会主義共和国（以下、「スリランカ」）において、土砂災害は最も深刻な自然

災害のひとつである。スリランカの国土面積の2割、総人口の3割を占める中央部の山岳・丘陵地

域では、急速な開墾・開発と脆弱な地質特性と急峻な地形条件から、モンスーン期の豪雨の際に

は急傾斜地の崩壊や地すべり等の土砂災害が頻発している。これまで発生した、2010年、2011年、

2014年、2016年及び2017年の土砂災害では、スリランカ全土で累計約300名の人命が失われ、これ

らの土砂災害が及ぼした人々の財産やインフラへの被害と国土開発に対する損害は甚大であった。 
 
これらの土砂災害に対する構造物対策、非構造物対策の実施は、国家建築研究所（以下、「NBRO」

という）、土砂災害リスク地域の開発規制については、都市開発庁（以下、「UDA」）、地方自治体

が担っている。 
NBROは、これまで長期間にわたる、スリランカ全土の土砂災害リスク地の調査結果を基にし

て、土砂災害リスクへの対応が国家の重要な課題である点をスリランカ政府内に提言しているこ

とに加え、土砂災害ハザードマップ作成、丘陵地帯の土地利用及び開発規制への技術支援、関係

機関の能力強化、開発者や土地利用者の啓発活動・教育、救助・災害復旧復興・被災者の再定住

などの様々な備えと被害緩和策に取り組んできている。また、国道付近に所在する土砂災害リス

ク地への対策工事に関しては、国道の維持管理に係る責任機関である道路開発庁（以下、「RDA」

という）に対してNBROが助言を行っている。 
 

JICAは、2013年3月より、スリランカ国内7県（Nuwara Eliya県、Matale県、Kandy県、Badulla県、

Kegalle県、Ratnapura県、Karutara県）を対象とした円借款「国道土砂災害対策事業」（以下、「LDPP」
という）を実施している。同事業は、土砂災害リスクの高い主要国道の斜面への対策工の実施、

早期警報システム機材の導入により、基盤インフラである国道の土砂災害リスクを軽減し、道路

網と周辺住民の生活の安全性の強化を通じて、スリランカの経済・社会開発に寄与するものであ

る。NBROはLDPPに技術支援機関として参画しLDPPの実施機関を担うRDAに対し、技術的な助

言を行っている。 
 

JICAはLDPPの附帯プロジェクトとして、土砂災害対策の優先度が特に高い中部州のKandy県、

Matale県、Nuwara Eliya県及びUva州Badulla県において、2014年9月～2018年9月にかけて「土砂災

害対策強化プロジェクト」を実施している。同事業では、スリランカに存在する3種類の土砂災害
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（落石、地すべり、斜面崩壊）について、パイロット事業として対策工を実施し、対策工の設計

及び施工監理を通じて、当該分野に関わる施工基準やマニュアル等を作成するとともに、非構造

物対策を含む土砂災害軽減対策の知識とノウハウの紹介を通じたNBROの能力強化を行っている。 
 
LDPPの対象は、土砂災害リスクの高い主要国道の斜面16カ所及び近隣住民に対する土砂災害

リスクの低減を目的としたものであり、上述の「土砂災害対策強化プロジェクト」においてNBRO
の構造物対策の知見向上を支援してきたが、今後さらに主要国道及び近隣住民に対する土砂災害

リスクの低減を進めていくためには、災害リスク評価及び脆弱性分析、同評価・分析に基づく土

地利用計画の導入といった非構造物対策も進める必要がある。また、既存の早期警報システム

(LDPPで整備した早期警報システム含)を活用した、迅速かつ正確な情報発信が可能な早期警報体

制を構築し、早期警報発信が円滑に実施される必要がある。 
 
以上のように、土砂災害リスク評価や評価に基づく、土地利用計画概念の導入、早期警報体制

の構築等、非構造物対策の実施による、土砂災害リスクの軽減が依然求められていることから、

JICAは、LDPPの開発効果の向上及びスリランカの更なる土砂災害対策能力強化を目的とした本

プロジェクトの実施を決定した。 

(2) 土砂災害に対する我が国及び JICA の協力方針等と本事業の位置付け 
対スリランカ民主社会主義共和国国別開発協力方針においては、重点分野「脆弱性の軽減」を

定め、防災能力強化に向けた政府体制の整備を支援するとしている。また、対スリランカ民主社

会主義共和国 JICA 国別分析ペーパーにおいても、気候変動・防災対策プログラムにおいて、災害

予防と早期警戒システムの強化に取り組むとしている。加えて、2017 年に実施した、「防災セク

ター情報収集・確認調査」で、スリランカ政府と今後の防災協力方針を確認した「防災ロードマ

ップ」においても本事業の必要性が確認されていることから、本事業はこれら分析・方針に合致

する。 
我が国の援助実績としては、RDA が実施機関となって「国道土砂災害対策事業」を実施中であ

り、その中で日本の技術を採り入れた先進的な道路法面の土砂災害対策が行われており、NBRO
が技術支援機関として参画している。 

 
(3) 他の援助機関の対応 

非構造物対策を主とする本案件との重複はないが、他の援助機関による関連支援は以下のとお

り。 
① ノルウェー地質工学研究所（以下、「NGI」という）（2013 年～2022 年）「気候変動による

自然災害の軽減に関する研究機関間協力」同協力の中で、雨量計、土壌水分測定機材や

ドローン等を供与し、NBRO のモニタリング能力や地図作成能力の強化を支援している。 
② アジア災害予防センター（以下、「ADPC」という）（2017 年～2018 年）「コミュニティに

おける地すべりリスク低減事業」世界銀行の支援を受けて、NGI とともにリスクマッピ

ングや早期警報に関する研修を NBRO や防災センター等関連機関を対象に実施。実施期

間は 10 ヶ月。 
③ 国連開発計画（以下、「UNDP」という）（2013 年～2017 年）リアルタイムでの地すべり
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予測と早期警報の能力向上を目的として、NBRO に 40 台の雨量計を供与した。 
 

３．事業概要                                    
(1) 事業目的 

本事業は LDPP の開発効果の向上を図るため、スリランカ国内において土砂災害リスク評

価に基づく、早期警戒体制の構築、土地利用計画概念の導入等を行うことにより、NBRO の

非構造物対策能力の強化を図り、もってスリランカ国内の土砂災害危険地域において、強化

されたハザード分析・リスク評価に基づいた非構造物対策が実施されることに寄与するもの。 
 

(2) プロジェクトサイト／対象地域名 
コロンボ、パイロットサイト 3 か所 
（Matara 県 Morawakkanda 地区、Kegalle 県 Udapotha 地区、Badulla 県 Weeriyapura 地区） 
 

(3) 本事業の受益者（ターゲットグループ） 
直接受益者： 本プロジェクトに参画するカウンターパート 
   パイロット地域の住民 
間接受益者： スリランカ全土の土砂災害リスク地に居住する住民 
 

(4) 総事業費（日本側） 約 2.06 億円（JICA 予算概算） 
 

(5) 事業実施期間  2019 年 1 月～2022 年 1 月を予定（計 36 カ月間） 
 

(6) 事業実施体制 
実施機関：  国家建築研究所(NBRO) 
協力機関：  都市開発庁(UDA)、パイロットサイトの自治体 
 

(7) 投入（インプット） 
1) 日本側 
・ 専門家派遣(合計約 50M/M) 

分野： 総括/土砂災害対策/施設計画、災害データ分析・管理、 
  土砂災害ハザード分析・リスク評価、早期警報発令、 
  土地利用規制/開発基準、業務調整/研修計画 

・ 本邦研修 
分野： 土砂災害ハザード分析・リスク評価、早期警報発令、土地利用規制/開発基準 

・ 機材供与 雨量解析用ワークステーション 
 
2) スリランカ側 
・ カウンターパートの配置 
・ 執務スペース及び設備 
・ プロジェクト活動費 
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・ プロジェクトの活動に必要なデータ・情報 
 

(8) 他事業、他援助機関等との連携、役割分担 
1) 我が国の援助活動 

・ RDA が実施機関となって「国道土砂災害対策事業」を実施中であり、その中で日本の

技術を採り入れた先進的な道路法面の土砂災害対策が行われており、NBRO が技術支

援機関として参画している。 
・ 「防災セクター情報収集・確認調査」で、スリランカ政府と今後の防災協力方針を確

認した「防災ロードマップ」においても本事業の必要性が確認されていることから、

本事業はこれら分析・方針に合致する。 
・ 「土砂災害対策強化プロジェクト」では、スリランカに存在する 3 種類の土砂災害（落

石、地すべり、斜面崩壊）について、パイロット事業として対策工を実施し、対策工

の設計及び施工監理を通じて、当該分野に関わる施工基準やマニュアル等を作成する

とともに、非構造物対策を含む土砂災害軽減対策の知識とノウハウの紹介を通じた

NBRO の能力強化を行っている。 
 

2) 他援助機関等の援助活動  
「2.(4)他の援助機関の対応」に記載のとおり、NGI、ADPC、UNDP が NBRO に対して雨

量計やドローン等の機材供与や NBRO を含めた関連機関に対して早期警報等に関する研

修を実施している。本案件との内容の重複はない。 
 

(9) 環境社会配慮・貧困削減・社会開発 
1) 環境に対する影響/用地取得・住民移転 

① カテゴリ分類 C 
② カテゴリ分類の根拠 本事業は、「国際協力機構環境社会配慮ガイドライン」

（2010 年 4 月公布）上、環境への望ましくない影響は最
小限であると判断されるため、カテゴリ C に該当する 

③ 環境許認可 必要なし 
④ 汚染対策  特に大きな懸念はない 
⑤ 自然環境面  特に大きな懸念はない 
⑥ 社会環境面  特に大きな懸念はない 
⑦ その他・モニタリング 特に大きな懸念はない 

2) 横断的事項 
ジェンダー分類 対象外 
分類理由 ジェンダー平等・貧困削減推進室との協議の結果、案件

の性質上「ジェンダー主流化・分析」を実施しないと判
断した案件 

 
４．協力の枠組み                                    
(1) 協力概要 

1) 上位目標と指標 
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土砂災害危険地域において、強化されたハザード分析・リスク評価に基づいた非構造物

対策が実施される 

＜指標＞ 
パイロットサイト以外の土砂災害危険地域において 
・ 本プロジェクトで得た知見を活かして更新されたハザードマップの数 
・ 地域特性を考慮して見直された早期警報基準値の数 
・ リスク評価を踏まえて策定された土地利用規制の数 
 

2) プロジェクト目標と指標 

土砂災害の適切なハザード分析・リスク評価に基づく、NBRO の非構造物対策の能力が

強化される。 

＜指標＞ 
・ 改定されたプロトコルに従って、地域の特性を考慮した早期警報が発令され、ホーム

ページで公表される 
・ 土砂災害のリスク評価を踏まえて策定されたパイロットサイトの土地利用規制の数 
・ 更新された「リスク評価マニュアル」と「土地利用規制／開発基準指針」の内容が「地

すべりリスク評価報告書」と「地すべり調査報告書」に反映される 
 

3) 成果 
１ 土砂災害のハザード分析・リスク評価能力が向上する。 
２ 早期警報発令に関する能力が向上する。 
３ 土地利用規制に土砂災害のリスク評価を活用する能力が向上する。 

＜指標＞ 
成果１ ・ 想定被害範囲の情報が反映されたハザードマップの数 

・ ハザードマップ作成マニュアルが更新され、NBRO のホームページに掲
載される 

・ リスク評価マニュアル（災害記録の管理を含む）が更新され、NBRO の
ホームページに掲載される 

・ 災害データ管理の手順に沿って災害データが拡充される 
成果２ ・ 地域の特性を考慮して見直された早期警報の発令基準と早期警報発令の

改定されたプロトコルがホームページに掲載される 
・ 早期警報発令マニュアルが更新され、ホームページに掲載される 
・ 早期警報発令マニュアルが更新され、ホームページに掲載される 

成果３ ・ 土地利用規制/開発基準の指針案が更新され、NBRO のホームページに
掲載される 

 
4) 活動 

1-1  土砂災害に関する既存のマニュアル、災害種分類、リスク評価方法、データ
収集とリスク評価体制・手続きを確認する。 

1-2  土砂災害データの管理方法を改善する。 
1-3  過去の土砂災害記録を収集し、地域特性や雨量パターンとの関係を分析する。 
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1-4  既存のマニュアルを基に、ハザードマップ作成マニュアル（案）およびリス
ク評価マニュアル（案）を作成する。 

1-5  パイロットサイトにおいて、1-3 で作成したリスク評価マニュアル（案）にし
たがって、限定された地域のハザード分析とリスク評価を実施する。 

1-6  土石流の想定被害範囲特定のためのシミュレーションを実施し、ハザードマ
ップを更新する。 

1-7  パイロットサイトにおいて関係者間のワーキンググループを結成し、パイロ
ットサイトのリスク評価について共有する。 

1-8  1-5、1-6、1-7 で得られた教訓を基に、ハザードマップ作成マニュアルおよび
リスク評価マニュアルを最終化し、ワークショップを行う。 

1-9  パイロット地域外で限定された地域のハザード分析とリスク評価を実施す
る。既存の研修システムを活用して研修を実施する。 

   
2-1  土砂災害リスク情報発信、早期警報発令体制・内容を調査する。（1-1 に重複

する部分は除く） 
2-2  1-3 から得られた結果を基に、早期警報発令のための基準値を検討し、試験的

に運用し、必要に応じて基準値を見直す。地域特性を考慮した早期警報情報
を適切な方法で公表、伝達する。 

2-3  発令基準値の設定方法とプロトコルの改定を含む早期警報発令マニュアル
（案）を作成する。 

2-4  早期警報発令マニュアル（案）、更新されたハザードマップにしたがって、パ
イロットサイトで警戒避難体制を強化する。（簡易雨量計の警戒基準値の更
新、避難地図の更新等） 

2-5  パイロットサイトの警戒避難体制について、ワーキンググループや関係機関
間で共有のためのワークショップを開催する。 

2-6  2-2, 2-4, 2-5 から得た教訓を基に早期警報発令マニュアルを最終化し、ワーク
ショップを行う。 

   
3-1  スリランカの土地利用規制/開発規制について調査する。 
3-2  土地利用規制/開発基準指針（案）を作成する。 
3-3  3-2 で作成した指針（案）を基に、パイロットサイトで土地利用規制/開発基

準（案）を作成する。 
3-4  ワーキンググループで土地利用規制/開発基準（案）を検討する。 
3-5  3-3, 3-4 から得た教訓を基に、土地利用規制/開発基準指針を最終化し、ワーク

ショップを行う。 
 

５．前提条件・外部条件                                 
(1) 前提条件 

スリランカの政治情勢が安定している。 
(2) 外部条件（リスクコントロール） 

- スリランカの防災政策に、大きな変化がない。 
- 本プロジェクトの実施自体に影響を与える巨大災害がプロジェクト期 
- 間中に起こらない。 
- プロジェクトを通じて技術を身に付けたカウンターパート職員が異動しない。 
- 遅滞なく、プロジェクト関係予算が配分される。 

 
６．過去の類似案件の教訓と本事業への活用                       
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(1) 類似案件の評価結果 
対ブラジル技術協力プロジェクト「統合自然災害リスク管理国家戦略強化プロジェクト」

(2013 年-2017 年)では、土砂災害のハザード・リスク評価、土砂災害予警報に関する技術マニ

ュアルをパイロットサイトへの実装を想定して作成しており、有効な手段であったと評価さ

れている。 
 

(2) 本事業への教訓   
・ 本事業で策定を支援する①ハザード及びリスク評価マニュアル、②土砂災害に関する早期

警報発令マニュアル、③土地利用規制／開発基準指針の作成にあたり、同マニュアル/指
針をより実効性のあるものとするべく、地域の災害特性及び防災体制の考慮、マニュアル

/指針の実効性を試験運用することが必要との理解から、パイロット地域の活動により、

それらを実装することが必要。 
・ 対ブラジル技術協力プロジェクト「統合自然災害リスク管理国家戦略強化プロジェクト」

で作成された「土砂災害のハザード・リスクのマッピング・マニュアル」、「土砂災害の予

警報にかかる技術マニュアル」は上記マニュアル/指針への活用が可能であることから、

作成時の教訓を含めて本案件に活用する。 
 
７．評価結果                                    
本事業は、スリランカの開発政策、開発ニーズ、日本の援助政策と十分に合致しており、また

計画の適切性が認められることから、実施の意義は高い。 
 
８．今後の評価計画                                 
(1) 今後の評価に用いる主な指標 

４．(1)のとおり。 
(2) 今後の評価計画 

事業終了 3 年度  事後評価 
(3) 実施中モニタリング計画 

事業開始 1 ヶ月目と 6 カ月目、また 2 年目以降基本的に毎年 1 回 JCC を実施し、進
捗のレビューや課題の抽出を行う（相手国実施機関との合同レビュー） 

事業終了 6 カ月前、終了前 JCC における相手国実施機関との合同レビュー 
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第１章 調査概要 

１－１ 要請の背景 

スリランカ民主社会主義共和国（以下、「ス」国と記す）において、土砂災害は最も深刻な自然

災害のひとつである。「ス」国の国土面積の 2 割、総人口の 3 割を占める中央部の山岳・丘陵地

域では、急速な開墾・開発と脆弱な地質特性と急峻な地形条件から、モンスーン期の豪雨の際に

は急傾斜地の崩壊等の土砂災害が頻発している。これまで発生した、2010 年、2011 年、2014 年、

2016 年及び 2017 年の土砂災害では、「ス」国全土で累計約 300 名以上の人命が失われ、これらの

土砂災害が及ぼした人々の財産やインフラへの被害と国土開発に対する損害は甚大であった。 

これらの土砂災害に対する構造物対策、非構造物対策の実施は、国家建築研究所（以下、

「NBRO」）、土砂災害リスク地域の開発規制については、都市開発庁（以下、「UDA」）、地方自治

体(以下、「LA」)が担っている。 

NBRO は、これまで長期間にわたる、「ス」国全土の土砂災害リスク地の調査結果を基にして、

土砂災害リスクへの対応が国家の重要な課題である点を「ス」国政府内に提言していることに加

え、土砂災害ハザードマップ作成、丘陵地帯の土地利用及び開発規制への技術支援、関係機関の

能力強化、開発者や土地利用者の啓発活動・教育、救助・災害復旧復興・被災者の再定住などの

様々な備えと被害緩和策に取り組んできている。また、国道付近に所在する土砂災害リスク地へ

の対策工事に関しては、国道の維持管理に係る責任機関である道路開発庁（以下、「RDA」）に対

して NBRO が助言を行っている。 

JICA は、2013 年 3 月より、「ス」国国内 7 県（Nuwara Eliya 県、Matale 県、Kandy 県、Badulla
県、Kegalle 県、Ratnapura 県、Kalutara 県）を対象とした円借款「国道土砂災害対策事業」（以下、

「LDPP」）を実施している。同事業は、土砂災害リスクの高い主要国道の斜面への対策工の実施、

早期警報システム機材の導入により、基盤インフラである国道の土砂災害リスクを軽減し、道路

網と周辺住民の生活の安全性の強化を通じて、「ス」国の経済・社会開発に寄与するものである。

NBRO は LDPP に技術支援機関として参画し LDPP の実施機関である RDA に対し、技術的な助

言を行っている。 

JICA は LDPP の附帯プロジェクトとして、土砂災害対策の優先度が特に高い中部州の Kandy
県、Matale 県、Nuwara Eliya 県及び Uva 州 Badulla 県において、2014 年 9 月～2018 年 9 月にかけ

て「土砂災害対策強化プロジェクト」（以下、「TCLMP」）を実施している。同プロジェクトでは、

「ス」国に存在する 3 種類の土砂災害（落石、地すべり、斜面崩壊）について、パイロット事業

として対策工を実施し、対策工の設計及び施工監理を通じて、当該分野に関わる施工基準やマニ

ュアル等を作成するとともに、非構造物対策を含む土砂災害軽減対策の知識とノウハウの紹介を

通じた NBRO の能力強化を行っている。 

LDPP の対象は、土砂災害リスクの高い主要国道の斜面 16 カ所及び近隣住民に対する土砂災害

リスクの低減を目的としたものであり、上述の「土砂災害対策強化プロジェクト」において NBRO
の構造物対策の知見向上を支援してきたが、今後さらに主要国道及び近隣住民に対する土砂災害
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リスクの低減を進めていくためには、災害リスク評価及び脆弱性分析、同評価・分析に基づく土

地利用計画の導入といった非構造物対策も進める必要がある。また、既存の早期警報システム

（LDPP で整備した早期警報システム含む）を活用した、迅速かつ正確な情報発信が可能な早期

警報体制を構築し、早期警報発信が円滑に実施される必要がある。 

以上のように、土砂災害リスク評価や評価に基づく、土地利用計画概念の導入、早期警報体制

の構築等、非構造物対策の実施による、土砂災害リスクの軽減が依然求められていることから、

日本政府は、LDPP の開発効果の向上及び「ス」国の更なる土砂災害対策能力強化を目的とした

本プロジェクトの実施を決定した。 

１－２ 調査の目的 

協力要請の背景、内容実施体制等の確認を行い、協力計画を策定するとともに、先方政府及び

実施機関とプロジェクトの枠組みについて協議し、協議議事録（以下、「M/M」）の署名・交換を

行う。 

１－３ 調査団の構成 

本調査団の構成は表 １－１のとおり。 

表 １－１ 詳細計画策定調査団の構成 

No. 担当事項 氏名 所属・役職 現地滞在期間 

1 総括 荒津 有紀 JICA 地球環境部 専任参事 2018/8/13 - 8/22 

2 協力企画 小林 千晃 
JICA 地球環境部 防災第一チーム 

主任調査役 
2018/8/13 - 8/23 

3 土砂災害対策政策 山口 真司 
国土交通省 国土技術政策総合研究所 

土砂災害研究部長 
2018/8/13 - 8/19 

4 土砂災害対策技術 西川 知行 日本工営株式会社 2018/8/6 - 8/22 

5 評価分析 石飛 愛 合同会社適材適所 2018/8/6 - 8/22  

１－４ 調査日程 

本調査の日程は表 １－２のとおり。 

表 １－２ 詳細計画策定調査の日程 

8 月 曜日 荒津総括 小林団員 山口団員 西川団員、石飛団員 

6 日 月 

 

コロンボ着 

7 日 火 

9:00 JICA スリランカ事務所 

11:00 キックオフ会議 

13:00 NBRO に聞き取り調査 

8 日 水 
8:30 対処方針会議 

10:00 LUPPD 聞き取り調査 
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14:00 UDA に聞き取り調査 

15:30 MDM に聞き取り調査 

9 日 木 

NBRO ラトナプラ事務所に聞き取

り調査、パイロットサイト候補

（Pambahinna 地区、Uduwara 地区

等）視察 

10 日 金 

NBRO バドゥッラ事務所に聞き取

り調査、パイロットサイト候補

（Lipakele 地区等）視察 

11 日 土 

NBRO ヌワラエリア事務所に聞き

取り調査、パイロットサイト候補

（Udagamam /Pallegama 地区、

Udapotha 地区等）視察 

12 日 日 書類作成 

13 日 月 成田発コロンボ着、団内会議 

9:00 NBRO との協議 

13:00 NPPD に聞き取り調査 

19:00 団内会議 

14 日 火 JICA スリランカ事務所表敬訪問、NBRO キックオフミーティング 

15 日 水 NBRO 聞き取り調査（定住計画研修部）、防災大臣表敬訪問 

16 日 木 
コロンボ発、パイロットサイト候補の視察（Morawakkanda 地区、Pambahinna 地

区）、エッラ着 

17 日 金 
パイロットサイト候補の視察（Weeriyapura 地区、Uduwara 地区）、フェーズ１のサ

イト視察、NBRO ヌワラエリア事務所表敬訪問、ヌワラエリア着 

18 日 土 パイロットサイト候補の視察（Udapotha 地区）、コロンボ着 

19 日 日 
団内会議 

報告書作成 コロンボ発 報告書作成 

20 日 月 NBRO との協議 成田着 NBRO との協議 

21 日 火 報告書作成、署名式 

 

NBRO 聞き取り調査、署名式 

22 日 水 
JICA 事務所報告 JICA 事務所報告 

コロンボ発 文書作成 コロンボ発 

23 日 木 成田着 
大使館報告 

UNDP 訪問 
成田着 

24 日 金  コロンボ発  
25 日 土 成田着 
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１－５ 調査団所感 

団長所感 

プロジェクトの基本的な内容等については、特に先方からは大きな異論もなく合意を得たた

め、特段追記するところはなく、ミニッツ最終案の協議の中で議論となった点について、プロ

ジェクトを開始する際の参考として、以下補足する。 

  (1) パイロット候補地 

現地視察開始前に NBRO より、災害種別として土石流危険地、中部地域の県だけではな

く、降雨特性が異なる南部地域をパイロット地域に含めるよう、特に要望があり、同条件を

満たす候補地が追加提案された。現地視察後、調査団からは、上記 NBRO の要望を満たし

つつ、土地利用計画／規制の責任機関が異なる都市域（UDA 管轄）及び都市域外(地方自治

体)の両ケースでの実施も可能な２候補地（Morawakkanda 地区、Udapotha 地区）に絞り込ん

で、パイロット地域の最終候補地として提案を行った。 

これに対し、NBRO からは、土砂災害の被害が多い一方で、危険地域の住民の移転可候補

地も限られ、それゆえ NBRO としても重点を置き、同県関係者への研修等も行っている

Badulla 県がプロジェクトの対象外とされるのは関係各所への説明が難しいとして、同県候

補地のパイロット地域への追加について強い要望があった。 

同県内の候補地について優先度を協議したところ、既に住宅地として相当に開発が進ん

でおり、プロジェクトによる土地利用計画の見直しや追加的な開発規制を行ったとしても

実効性の確保が懸念されるため、調査団としては当初優先度を低く評価していた

Weeriyapura 地区について、NBRO からは、居住可能地区が限られる同県の典型的な地域と

見なせることから、最優先としたいとの強い要望があった。予算上でも対応可能と判断でき

る（但し、２つの流下域でのプロジェクト活動を想定していた Morawakkanda 地区について

は 1 つに限定）、ことから、NBRO の要望を受け入れ、計３カ所をパイロット地域として選

定・合意した。 

  (2) PDM における”site specific hazard and risk assessments” 

（案）文の（hazard mapping and）risk assessment という用語に対して NBRO から修正依頼

あり。現在の hazard mapping は 1/10,000 程度あるいはそれ以下の小さな縮尺の地図上に、地

形・地質等の６基準のみに基づき区分しているものであり、実際にリスクアセスメントを行

うにはこれだけでは不十分なため、間のステップとして現地状況を踏まえたハザードアセ

スメントが必要というのが NBRO の認識である。そのステップはハザードマッピングある

いはリスクアセスメントに当然含まれるので、あえて表記する必要はないというのが調査

団の見解ではあるものの、実際の活動内容・手順については双方の理解が一致しており、大

きな齟齬を生むこともないと思われるため、PDM では NBRO の意向に沿った表記に変更し

ている。 

調査団員所感 

（山口団員所感） 
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スリランカにおける自然災害での被害状況を考えると、土砂災害は発生頻度が高く人的被害

の割合が高い優先対応すべき災害であるものの、ハード対策を中心に対策を進めるには財政的

に無理がある。したがって、基幹施設をハード対策で保全しつつソフト対策を中心に人的被害

の軽減を図るということは効率的であり、本プロジェクトの目標は適切であると言える。そこ

で、今回の詳細計画策定調査は第 1 フェーズでハード対策を中心に技術移転した NBRO を中心

とした、非構造物対策（いわゆるソフト対策）による詳細な技術移転計画検討を目的としたも

のである。そこで、NBRO が取り組んでいる土砂災害対策の技術や知見を確認し、要望内容に

対応できる技術力及び体制があるのか、プロジェクト活動の柱である早期警報発令の向上、関

係機関と連携運用できる土地利用規制／開発指針（案）の策定及び運用が可能なレベルと他機

関から信頼される技術支援実績などがあるか、を確認することが必要であるが、結論から言う

と、NBRO の土砂災害に対する技術力や体制、向上に対する熱意、他の関係機関に行っている

技術支援等に対する信頼や評価の高さは、予想以上のものであった。 

具体的には、これまで災害記録がほとんどなかったが、第 1 フェーズを通じて災害調査と記

録の重要さを理解し、災害記録のフォーマットによる保存や土砂災害発生斜面ポテンシャルを

活用した災害調査や現地データの GIS 化を進めており、今回のプロジェクトサイト調査でもこ

のデータを活用した。また、既に発表している Early Warning についても専用の部屋を整備し

発表状況を確認できるようになっており、土砂災害対策の中心機関としての意識の高さを感じ

た。加えて、筆者が現在所属している国土技術政策総合研究所（以下、「国総研」）との共同研

究に関する協定を本年 1 月に締結したところであるが、6 月には国総研へ 3 名の職員を派遣し

リスク評価手法としての氾濫シミュレーションの基礎を学んで帰国するなど、JICA スキーム以

外での技術力向上にも取り組んでおり、土砂災害対策に対する熱意やレベルを十分に感じられ

た。こうした NBRO の取り組みが他機関にも理解されており、これまでにも NBRO が行う技

術的支援について履行がなされており、信頼度の高さも確認できた。 

パイロットサイトについては、土砂災害現象（土石流、地すべり（崩落含む））、降雨特性（モ

ンスーン等の降雨パターン、雨量、NBRO オンライン観測所有無）、活動アウトプット１～３成

果の実現性（地元協力、土地利用状況、保全対象）、土地利用担当部局のパターン（UDA／NPPD）、

地形データ（LiDAR プロジェクトによる LP データ活用の有無）の観点から３サイトを選定し

たが、網羅的な選定ポイントとして NBRO 側も同様な視点であったことから、この点からも本

プロジェクトに対する NBRO の意識の高さを感じられた。プロジェクト活動については、土地

利用規制／開発指針（案）については、運用の現実性に不安があったが、これまでの取り組み

の実績を踏まえての統一的ルールづくりを行っていくと考えると十分対応可能であると考え

られる。 

一方、運用を考えると、単なる技術開発指針マニュアルを取りまとめるというものではなく、

行政連携判断も念頭に置いた技術移転とすべきであり、日本からの行政関係者の短期専門家投

入や日本国内での研修計画に反映すべきと考える。リスク評価マッピングと早期警報向上につ

いては、前述のとおり国総研との活動で進めている取り組みをベースとしてさらに現地に適し

た手法としていくことが効率的であるが、NBRO 側の考えも同じ方向性であった。具体的には、

NBRO が独自に進めているコミュニティ防災サイトを考慮してパイロットサイトとすることで、
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住民の理解と行動判断をより促すという観点での効果が期待できることから、早期警報やリス

クマッピングのあり方検討にも具体的な課題反映が期待できると考える。 

また、既往の JICA による LiDAR プロジェクトによる LP データ活用サイトと NBRO が有す

る UAV による地形 DEM データ作成サイトによる活動とすることにより、最終的には LP デー

タによる精度ある成果を目標とする。LP データがあれば災害発生サイトでも用いることができ

ることになり、本プロジェクトの成果を国内中のどこでも展開できる幅のある内容になったも

のと考える。こうした内容により災害発生個所でもシステマティックに展開できることから、

災害発生時における NBRO の機動力を高めることにつながることも期待できる。 

現地でのやりとりを通じて、Debris Flow の現象面からの認識不足や NBRO 出先機関での土

砂災害対策に対するレベルアップの必要性が感じられた。日本での Debris Flow は巨礫や流木

による土砂流出氾濫災害が一般的であるが、スリランカでは流動性ある斜面災害を中心に捉え

ていると感じた。今回のパイロットサイトには、2017 年災害による典型的な Debris Flow サイ

ト（Matara 県 Morawakkanda サイト）を選定することができたことから、本プロジェクトを通

じて土石流への認識及び災害対応の促進についても期待できる。こうした災害現象の把握のみ

ならず、早期警報や土地利用規制／開発指針の活動については、NBRO 出先機関職員の土砂災

害に対する技術力が必要となることから、本プロジェクトの活動内容は、出先機関職員の理解

促進を意識したものが望ましいと考えられるため、既存の研修活動等への反映についても期待

したい。 

このように、本プロジェクトは幅広い活動内容が盛り込まれ、NBRO のみならず関係機関を

含めた多くの成果が期待されるが、日本の『SABO』技術移転による防災対策を広げていくため

には、JICA スキームのみならず可能な連携による実施も必要である。前述のように国総研と

NBRO 間で共同研究を進める予定であり、本プロジェクトと連携しながら共同研究を進めてい

くことも効果的であることから、M／M にもその旨を NBRO 側と確認している。実施にあたっ

ては、JICA プロジェクトサイドとの連携が図られる仕組みについて期待したい。 
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第２章 スリランカ国における土砂災害の現状と課題 

２－１ 自然条件の概要 

地形・地質 

「ス」国の国土面積は約 65,600 km2 である。スリランカの地形は標高別に、中部山岳地域

（Central Highlands）、平原地域（Plains）、沿岸地域（Coastal belt）の三つに大別できる。土砂災

害の危険地域は急峻な山地を形成している中部山岳地域で、「ス」国の中部・南部に広がる。国

土の中央部にはピドルタラガラ山（2,524m）を含む 2,000m 級の山岳地帯が広がり、その周辺に

は 1,000m 程度の低起伏山地や丘陵地が広がる。北部・東部の多くは平地となっている。 

 

出典： University of Texas Libraries 

図 ２-１ スリランカの起伏図 

「ス」国の地質は、国土面積の 90%以上が古生代より古い先カンブリア時代の基盤岩類から

なる。先カンブリア時代の地質は、複数のコンプレックス（地質複合体）に大別される。土砂

災害の多い中部山岳地域のほとんどはハイランド・コンプレックスに属し、縞状構造を呈した

変成岩からなっている。この地域の主要な岩種としては、花崗質岩（チャーノカイト）、花崗岩

質片麻岩、泥質片麻岩、珪岩などが分布している。 
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降雨 

「ス」国は乾燥地域、半乾燥地域、湿潤地域の 3 つの地域に分けられる。年間の降水パター

ンは、年 2 回訪れるモンスーンの影響を大きく受けており、第 1 インターモンスーン期（3 月・

4 月）、南西モンスーン期（5 月～9 月）、第 2 インターモンスーン期（10 月・11 月）、北東モン

スーン期（12 月～2 月）の 4 つの期間に大別される。 

南西モンスーンの影響で一般的には「ス」国の南西部で降水量が多い。南西部の山間部の一

部では年降水量が 6,000mm を超える地域もある。その他の山間部や東部は概ね 2,000mm 程度

の年降水量であるが、北部や南部の一部は 1,000mm を下回る地域も存在する。 

 
出典：JICA スリランカ国防災セクター情報収集・確認調査ファイナルレポート (2017) 

図 ２-２ スリランカの年間降水量と降水パターン 

２－２ 過去の土砂災害発生・被災状況 

「ス」国は、脆弱な地質、急峻な地形を有しているため、中央地域及び南西地域の山岳地帯で

は特にモンスーン期の豪雨時に地すべり等の土砂災害が多発している。地盤の脆弱性に加え、土

砂災害リスクを十分に考慮していない土地利用開発、斜面対策や排水設備を伴わない無計画な建

設の推進等が、さらに土砂災害のリスクを高めている状況となっている。以下に、2013 年～2017
年の土砂災害発生記録を示す。 

  

Anuradhapura 

Colombo 

(mm/year) 
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表 ２－１ 「ス」国の 2013 年～2017 年の土砂災害記録 

 
出典：DESINVENTAR のデータベースを基に調査団が作成（https://www.desinventar.net/DesInventar/） 

近年発生した大規模な土砂災害としては、2014 年 10 月 29 日 Badulla 県 Koslanda で、幅約 100m、

長さ 260m、深さ約 15m の地すべりが発生し、死者行方不明者 37 名の被害が生じている。発生し

た地すべりは、豊富な地下水と地表水と相まって土石流化し、下流の住宅、人家等を一気に破壊

した。また、2016 年 5 月 17 日の Kegalle 県 Aranayake で、幅約 150m、長さ 100m、深さ約 15m の

地すべりが発生、土石流化し、死者行方不明者 127 名の被害が生じている。 

２－３ 土砂災害に係る法制度 

 土砂災害対策関連に係る法制度 

「ス」国における土砂災害対策に関する法律・政策・計画は以下のとおり。 

  (1) 災害管理法（Disaster Management Act） 

2004 年のインド洋津波の被害を受けて、2005 年に制定。災害管理の全体の枠組みを規定

している。防災センター（以下、「DMC」）の設置、国家災害管理政策（National Policy on Disaster 
Management、以下「NPDM」）、国家災害管理計画（National Disaster Management Plan：以下、

「NDMP」）や国家緊急対応計画（National Emergency Operational Plan：以下、「NEOP」）の策

定等、防災に関する組織体制・計画の枠組みが規定されている。 

  (2) 国家災害管理政策（NPDM） 

2010 年に制定。上記(1)の災害管理法に従って、「ス」国の国家的な防災枠組みを規定する

重要文書として制定された。本事業に特に関連する部分としては、防災のために災害リスク

の高い地域を特定すること、ハザードプロファイルや脆弱性・リスク評価は定期的に更新さ

れる必要があること、土地利用等の基準は政府方針、開発計画、再定住や地方自治のガイド

ラインに沿って災害リスクを減らすように計画されるべきことなどが規定されている。 

  (3) 国家災害管理計画 2013-2017（NDMP) 

上記の NPDM の目標を達成するための計画として、2014 年に DMC によって策定された。

第 3 章は「ハザード、脆弱性、リスク評価」、第 4 章は「早期警報」、第 5 章の「リスク軽減

のための防災主流化と気候変動対策」では「土地利用計画における防災の主流化」に焦点を

当てていることから、本事業の対象範囲は国家防災管理計画の焦点と一致している。NDMP
では早期警報や土地利用規制のためのリスク評価、関係機関のハザードマップ作成能力強

西暦
発生件数
(件)

死者
(人)

負傷者
(人)

行方不明者
(人)

全壊家屋
(棟)

半壊家屋
(棟)

2017 21 96 16 55 301 1315
2016 20 67 8 117 244 1776
2015 54 79 2 0 15 174
2014 46 30 5 31 75 154
2013 29 2 6 0 13 121
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化、ハザードマップに沿った土地利用計画の作成を重視しており、本事業はこれらの方向性

を支援するものである。 

詳細計画策定調査時点（2018 年 8 月）では 2018 年以降の更新版は完成しておらず、それ

までに作成された同計画の更新案を廃棄し、新たに一から作成されることが明らかになっ

た 1。ただし、NDMP の更新を支援している防災政策アドバイザー（JICA 長期専門家）によ

ると、今後の防災政策の方向性に大きな変化は予想されていない。 

  (4) 総合災害管理プログラム 2014-2018 (Comprehensive National Disaster Management 

Program) 

2014 年に MIWRM によって NDMP のアクションプランとして策定された。同文書に記載

されている成果のうち、NBRO が実施機関として明記されているものは以下のとおり。 

成果 1.3： 全国レベルとコミュニティレベルの土砂災害早期警報が整備される 
成果 1.5： リスク要因を把握し、財産への影響や経済損失を評価するための災害リスクプ

ロファイルが全国レベルで利用できる（＊NBRO は活動 1.5.2「すべての災害リ

スク地域で 1/10,000 の地すべりハザードマップを作成する」を担当） 
成果 1.6： 洪水と土砂災害の危険性が高い主要な都市域のための詳細なリスクプロファイ

ルが利用できる（＊NBRO は地すべりハザードマップ担当） 
成果 2.10: 地すべりと落石の危険性が高いと判断された箇所の斜面を安定化する 

 

このうち、成果 1.5、1.6 は本事業でさらに関連能力の強化を支援することができる。成果

1.3 については、全国レベルでは早期警報の基準改定を通じてより地域の特性を考慮した正

確な警報発令が可能になり、コミュニティレベルにおいてはパイロット地域のコミュニテ

ィ特性も鑑みて、NBRO の早期警報プロトコルが改善されることにより部分的に貢献する

ことができる。成果 2.10 は LDPP 及び TCLMP で対応しており、同文書の成果 2.10 に関す

る詳細説明の中で LDPP について言及している。 

2019 年以降に関しては、個別のプログラムを作成せず、NDMP 更新の際に別添資料とし

て添付されることが予想されている 2。 

  (5) 国家緊急対応計画 2015-2019（NEOP） 

国連開発計画（以下、「UNDP」）の協力を得て、2015 年に DMC が策定。第 1 巻に地すべ

りの早期警報は NBRO の管轄であることが明記されている。第 2 巻には早期警報発出に係

る NBRO の標準作業手順書（SOP）が含まれている。 

  (6) 防災ロードマップ（Roadmap for Disaster Risk Reduction -Safe and Resilient Sri 

Lanka-） 

2017 年に JICA が実施した「防災セクター情報収集・確認調査」において、「ス」国政府

と確認した今後の防災協力方針が上記文書にまとめられている。同文書は地すべりが「ス」

                                                        
1 灌漑・水資源管理・災害管理省（以下、「MIWRM」）に派遣されている防災政策アドバイザー（JICA 長期専門家）からの情

報 
2 同上 
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国国内において多数の死者と地方経済に壊滅的な影響を与えている最も深刻な自然災害の

一つであり、地方の土砂災害に関しては非構造物対策が現実的なアプローチであることを

指摘している。また災害種別に短期・中期・長期的な優先行動を示し、土砂災害の被害削減

に関して短期的（‐2020 年）には「地すべりハザードマップのガイドラインの作成」や「土

地利用計画の法制度の整備」、また中期的（‐2025 年）には「早期警報の基準の評価」などが

優先行動に含まれている。本事業はこれらの優先行動を支援するものである。 

開発規制/土地利用規制に係る法制度 

  (1) 国家土地利用政策（Nationoal land use policy of Sri Lanka） 

土地利用政策計画局（以下、「LUPPD」）が制定。適切な土地利用、食糧自給、経済発展及

び土地の生産性の維持を確保するための政策的枠組みとして定められている。同法には 16
の政策目的が記載され、その一つとして「自然災害及び人災への土地の脆弱性を最小化する

手段をとること」が挙げられている。同政策は「国土と人」「農業と食糧自給」「国土と自然」

の 3 つの柱に分かれており、「国土と自然」に関する政策として「高・中・低程度の土砂災

害リスク地域の特定と適切な保護政策を導入すること」が定められている。 

  (2) 国家開発計画政策・計画 2030（National Physical Planning Policy and Plan

（NPPP、NPP）） 

2030 年までの「ス」国の国土に対する経済面・社会面・物理面・環境面からの統合計画を

促進・規制することを目的として、国家開発計画局（以下、「NPPD」）により 2010 年に発表

された。同文書には 6 つの主要方針・戦略があり、そのうちの一つが「自然災害への脆弱性

の軽減」である。そのための戦略の一つとして、居住地やインフラを自然災害のリスクのあ

る地域からより安全な地域への移転させることが挙げられている。詳細計画策定調査時点

では 2050 年までに延期した同計画の更新作業がほぼ完了しつつあり、2018 年 8 月末に更新

版の公表が予定されている 3。 

  (3) 都市・地方計画に関する法令（Town and Country Planning Ordinance) 

開発計画・土地利用に関する法案で 1946年に制定されたが、2000年に大幅に改定された。

同法の改定により NPPD（都市・地方計画局を改称）が設置された。「ス」国の土地利用計

画は国家レベル・地域レベル・地方レベルの 3 つのレベルに分かれているが、同法令では

NPPD が上述の NPPP、NPP（ともに国家レベル）、地域計画（Regional Physical Planning (RPP):
地域レベル）を策定することが規定されている。RPP は NPPP と NPP に沿って策定される。 

地方レベルの土地利用計画、開発計画に関しては UDA と LA に権限があり、UDA の管轄

地域については下記の（4）都市開発法に基づいて UDA が管轄し、UDA の管轄下でない LA
については、標記法令に基づいて NPPD の権限下で LA が管轄する。「ス」国の土地利用規

制においては、このように中央行政ライン（NPPD、UDA、郡事務所（以下、「DS」）等）と

地方自治ライン 4（LA）が複雑に関わっている。中央行政ラインの担当者は任期制のため、

                                                        
3 2018 年 8 月 31 日時点で、NPPD のウェブサイトでは公表されていない。 
4 「2-4-2(1) 地方制度の概要」に後述のとおり、スリランカでは、行政内務省の管轄下にある県（District）・郡（Division）と

村（GN）の中央行政ラインと、地方政府・州評議会省の管轄下に 9 州（Province）があり、その下に地方自治体（LA）とし

て、市（MC）・町（UC）・村（PS）がある 2 重行政となっている。 
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管轄する土地について十分な知識がない一方で、LA は十分な職員がおらず、土地利用規制

に関しては建築の許認可のみになっていることが多い 5。 

  (4) 都市開発法（Urban Development Authority Law） 

1978 年に制定、1979 年‐1988 年にかけて 4 回改定されている。同法は UDA 管轄下にあ

る土地に対し、UDA が「土地利用計画の策定と実施」「他の政府機関・関係者による計画事

業の規制」等の権限を有することが定められている。UDA は RPP に沿って都市開発計画の

計画策定を主導するが、同法ではあらゆるインフラ関係機関と LA はこの策定プロセスに従

事することが定められている。計画策定後は各 LA に承認された計画を実施する責任があ

る。 

  (5) 土砂災害リスク地域の建設行為に関する通達（A Circular no. NBRO 2011/01：

Obtaining / (Necessity to obtain) the Certificate of Land 

Suitability/Recommendations of NBRO prior to any type of construction in 

areas prone to landslides） 

2011 年に MIWRM は地すべりの危険が高い 10 県 6の土地利用を規制する通達を出した。

この通達により、対象 10 県の土砂災害リスク地域における建設・開発行為は、計画段階で

NBRO の「地すべりリスク評価報告書」を通じた承認を得ることが必須となった。 

  (6) 国家建築研究機関（以下、「NBRI」）法（案） 

詳細計画策定調査時点で土砂災害対策を NBRO の所掌と定める法令は“Cabinet Decision, 
Ministry of Housing & Construction, 1993”しかなく、組織として十分な法的裏付けがないため

に、1984 年の NBRO 設立から多くの省庁の管轄下に置かれ、その度に研究機関としての使

命や役割が変更され、組織のパフォーマンスや安定性に負の影響を与えてきた 7。標記法案

は NBRO を土砂災害の被害軽減を目的とした研究を実施・推進し、防災の観点から建築や

開発行為を規制する研究機関（National Building Research Institute：国家建築研究機関）とし

て明記しており、承認されれば NBRO の法的位置づけと権限の強化に繋がる。しかし同法

案は（少なくとも）2012 年には提出されているが、未だ承認待ちの状況である。詳細計画

策定調査時点では多少の内容変更 8を加えて再提出されており、2018 年 9－10 月には国会

に送られることが期待されている。 

同法案では、NBRO が土砂災害防災に関する担当機関として機能すること、土砂災害リス

ク地域の地図を作成すること、地すべりに関する早期警報を発出すること、土砂災害リスク

地域の土地利用計画の策定に関して助言し、対象地方自治体が防災計画を土地利用計画に

反映できるよう支援すること等が明記されている。 

さらにハザードマップに記載されている地すべり等の自然災害のリスク地域に建設や開

発行為を行う場合は、上記（5）の 10 県に限定せず関係機関は事前に NBRO 発行の「地す

                                                        
5 V. Kurukulasuriya. “Systems of Regional Planning in Sri Lanka: An Overview”及び NBRO への聞き取り調査 
6 キャンディ、ヌワラエリア、マータレ、バドゥッラ、ケゴール、ラトナプラ、カルタラ、ゴール、マタラ、ハンバントタの

10 県 
7 MIWRM“NBRO Corporate Plan 2018-2020” 
8 再提出中の法案では、土砂災害リスク地域だけでなく、安全な開発・建設行為に関して関係機関に助言する権限を有するこ

とが新規に盛り込まれた。 
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べりリスク評価報告書」または「災害リスク評価報告書」とその提言を考慮することが規定

されている。上記の通達（5）だけではこれらの文書の法的根拠が弱く、また現状では土地

利用計画をもとに開発行為を規制する法規や土地利用に係るコンプライアンスをモニタリ

ングするための制度的枠組みが存在しない 9。NBRO はこの法案が可決されれば、土砂災害

リスク地域での建設・開発行為の許認可や不法行為に対する助言等について関係機関に対

する法的強制力を有することになる。 

２－４ 土砂災害に係る組織体制 

国レベルの機関・組織 

  (1) 灌漑・水資源管理・災害管理省（MIWRM） 

灌漑・水資源管理・災害管理省（Ministry of Irrigation and Water Resources Management & 
Disaster Management：MIWRM）は、2018 年 5 月に灌漑水資源省と災害管理省が統合され設

立された。MIWRM は災害管理全般を管轄する省であり、旧防災管理省のラインに、気象局

（DOM）、災害管理センター（DMC）、国家建築研究所（NBRO）、国家災害救援センター

（NDRSC）を傘下に置く。MIWRM 本省は、各機関への予算配分や活動のパフォーマンス

のモニタリング、政治的対応や判断が必要な場合の調整等を行う。 

 
出典： JICA 専門家（MIWRM、防災行政アドバイザー）より提供 

図 ２-３ 灌漑・水資源管理・災害管理省の組織図 

                                                        
9 MIWRM“Sri Lanka National Disaster Management Plan 2018-2030”（案） 
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旧災害管理省の予算及び人員は以下のとおりである。 

表 ２－２ 旧災害管理省の年間予算 

                                単位: Rs. 1,000） 
Year Recurrent Expenditure Capital Expenditure Total 

2018 Estimate 942,700 4,868,000 5,810,700 
2017 Revised Budget 6,571,930 7,033,623 13,605,553 
2016 916,728 3,529,228 4,445,956 

出典：Estimates 2018 (Ministry of Disaster Management)を基に本調査団が編集 

表 ２－３ 旧災害管理省の組織別人数 

組織 人数 
Ministry of Disaster Management 487 
Department of Meteorology 348 
Disaster Management Centre 231 
National Building Research Organization 286 

出典：Estimates 2018 (Ministry of Disaster Management)を基に本調査団が編集 
 

  (2) 災害管理センター（DMC） 

災害管理センター（Disaster Management Centre: DMC）は、災害管理法により 2005 年 7 月

に設立された災害管理全般を担当する中心的機関である。DMC は、災害リスク緩和政策の

実施や調査研究を行う「緩和策調査・開発部」、緊急対応と早期警報を担当する「緊急対応

センター」、各レベルの災害管理計画を推進する「災害対策・計画部」、住民啓発活動を実施

する「トレーニング・住民啓発部」等で構成されている。また、DMC は各県事務所内に災

害管理調整ユニット（District Disaster Management Coordination Centers: DDMCC）を設置し、

ユニット長として Assistant Director を派遣している。 

 
出典： DMC ホームページより

(http://www.dmc.gov.lk/index.php?option=com_content&view=article&id=27&Itemid=187&lang=en) 

図 ２-４ 災害管理センターの組織図 
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DMC 傘下の緊急対応センター（National Emergency Operation Centre：NEOC）は、24 時間

体制で災害情報の関係機関への配信に当たっている。また、寄せられる状況報告に基づき、

捜索救助、緊急物資調達、軍の救助活動の調整などの活動を実施する。 

  (3) 国家災害救援サービスセンター（NDRSC） 

国家災害救援センター（National Disaster Relief Services Centre: NDRSC）は MIWRM 傘下

の災害被災者支援を専門とする機関である。NDRSC は救援のみならず、軽減策である災害

リスク地域からの住民移転の支援（予算の確保、移転の実施主体である District への予算配

賦及び実施モニタリング）も担当している。NDRSC は各県庁及びほとんどの郡庁に災害救

援官（Disaster Relief Officer）を常駐させている。災害発生時には、現地の情報が最も入りや

すい機関の一つであり、情報収集・記録体制も確立している。また、近隣地域や本部からの

応援スタッフ派遣体制も整っている。災害救援官は、現地事情を熟知していることから、災

害発生時の支援活動だけではなく、地域によっては平常時の災害リスク評価等の活動にも

従事する場合もある。 

  (4) 気象局（DOM） 

気象局（Department of Meteorology: DOM）は MIWRM 傘下の気象観測の専門機関である。

全国の地方気象台を通じて気象情報の収集・分析を行っており、大雨、サイクロン等の早期

警報を担当しているほか、国際情報に基づく津波警報の発出も担当している。予報部予報課

には 24 時間体制のオペレーションルームが設置されている。オペレーションルームの機能

に支障が生じた場合は、カトナヤケ空港の測候所がバックアップする体制になっている。 

  (5) 国家建築研究所（NBRO） 

   1) NBRO の所掌 

国家建築研究所（National Building Research Organization: NBRO）は MIWRM 傘下の土砂

災害対策の中心的機関であり、土砂災害にかかる早期警報、ハザードマップ作成、構造物・

非構造物対策を実施している。NBRO の専門分野は広く、土砂災害の他にも、環境科学、

居住計画、地質工学、建築材料工学にわたる。NBRO は、山岳地域の 9 県に地方事務所を

置いて、現地情報の収集を行っている。 

NBRO は 1984 年の内閣決議により設置されたが、法的根拠は有さない。このため、NBRI
（Institute）に格上げし、法的根拠と権限を付与する NBRI法の制定が現在進められている。

NBRI 法が成立すると、NBRI が災害リスクの高い箇所への無許可の建設行為を禁止される

権限を行使できるようになる。さらに、土砂災害のみならず、他の自然災害に関係する建

築にかかる調査を行う権限も付与される事になる。 

   2) 組織体制 

NBRO の組織図と本プロジェクトの主要関係部署の職員数を以下に示す。NBRO の職員

数（運転手・清掃担当等のサポート部門は除く）は過去 5 年間（2013‐2017 年）で増加し

ている。離職率も低い。 
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出典： NBRO Annual Report (2017) 

図 ２-５ NBRO の組織図 
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表 ２－４ NBRO の職員数 

本プロジェクトに係る主要部署 職員数（人） 
地すべり研究危機管理部（LRRMD） 100 
定住計画研修部（HSPTD） 21 
土質工学試験部（GETD） 55 
その他 117 
NBRO 職員総計 293 
出典： NBRO 提供資料を基に調査団が作成 

NBRO 職員の役職と学歴を以下に示す。 

 
出典： NBRO Annual Report (2017) 

図 ２-６ NBRO 職員の役職配分と学歴 

本プロジェクトのパイロットサイト候補地（第 3 章参照）の NBRO 管轄地方事務所の職

員数を以下に示す。 

表 ２－５ NBRO の地方事務所職員数（パイロットサイト管轄事務所のみ） 

NBRO 地方事務所 
職員数（人） 

Scientist Management Assistant Others 合計 
Matara 事務所 3 6 2 11 
Badulla 事務所 8 3 5 16 
Kegalle 事務所 5 3 6 14 

出典： NBRO 提供資料を基に調査団が作成 

   3) 財務状況 

NBRO の総収入は年々増加傾向にある。収入源の多くは試験・コンサルタントサービス

である。政府からの補助金は少ない。 

表 ２－６ NBRO の収入実績（単位：百万ルピー） 

 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 

総収入 262 415 619 681 889 

地すべり対策 29 200 272 174 165 

試験・コンサルタント

業務からの収入 166 201 311 353 493 

出典： NBRO Annual Report (2017) を基に調査団が作成 
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  (6) 国家開発計画局（NPPD） 

国家開発計画局（National Physical Planning Department：NPPD）は、メガポリス西部開発

省傘下の都市・国家開発計画に関わる最高位の機関である。1946 年に設立し、2000 年の法

改正に伴い現 NPPD の体制となった。NPPD は国レベルの土地開発政策・戦略の計画と、そ

の実行のモニタリングを行っている。NPPD は国家開発計画政策（National Physical Planning 
Policy：NPPP）を 10 年ごとに作成しており、現在 2050 年までの国家開発計画政策が作成段

階にある。 

「ス」国の土地利用計画は、国レベル、地域レベル、地方レベルの 3 つに大別される。

NPPD はそのうち国レベル、地域レベルを担っている。 

 
出典： NPPD 提供資料より 

図 ２-７ NPPD と他機関・組織との関連図 

表 ２－７ NPPD の主要プログラムの 2018 年予算見積もり（単位：百万ルピー） 

 

出典： Progress Report 2017, Ministry of Megapolis and Western Development 

  (7) 土地開発庁（UDA） 

都市計画庁（Urban Development Authority：UDA）は、メガポリス西部開発省傘下の都市

計画策定・実施に関わる主要機関である。UDA は全国レベルの“都市域”の計画機関であ

るとともに、建築規制など実際の規制も行う。UDA は全 9 州に州事務所を設置している。

また、州事務所の他に、いくつかの県に県事務所を設置し、一つの県事務所が複数の県を管

轄する体制となっている。 

Key Areas TEC Estimated-2018
1 Township Development Plans 1,450

i Lolugaswewa - Anuradhapura New Town Development Project 190
2 Physical Plans and Research Activities 10.5

i Infrastructure Development
ii Training and Capacity Building

3 Rehabilitation and Improvement of Capital Assets
i Building and Structures 40

Total 1,450 243.5

3
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UDA では 2004 年のインド洋大津波以降、防災の主流化を進めている。都市計画策定に際

しては、ガイドラインに即して災害リスクを土地用途区分に取り入れている。 

都市計画は原則 10 年ごとに見直しが行われる。ただし、大きな災害があった際には随時

見直しが行われる。計画は UDA が行い、計画の実行は地方自治体が行う。実施上の技術的

支援も UDA が行う。開発地域がハザードゾーネーションマップで危険個所として示されて

いる場合は、NBRO と協議を実施し、NBRO により作成される地すべりリスク評価報告書の

結果を土地利用計画に取り入れる。 

 
出典： UDA のホームページより 

図 ２-８ UDA の管轄エリア 
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表 ２－８ UDA の 2018 年予算見積もり（単位：百万ルピー） 

 
出典： Progress Report 2017, Ministry of Megapolis and Western Development 

  (8) 土地利用政策計画局（LUPPD） 

土地利用政策計画局（Land Use Policy Planning Department：LUPPD）は、土地省傘下で土

地利用計画に関わる主要機関である。LUPPD は、Village レベル及びマクロレベル（州、県、

郡）に対して土地利用計画を作成している。特に、流域ごとの農地や居住地に主眼が置かれ

た土地利用計画が作成されている。 

UDA の管轄地域以外は NPPD の管轄地域となるが、NPPD は組織が小さく人員が不足し

ているため、実際には地方レベルでは LUPPD 職員が DS に配属され、土地利用計画に関わ

っている。NBRO により設定された土砂災害危険地域で開発を行う場合は、DS に派遣され

た LUPPD 職員が主導して、関係機関からなる Planning Committee にて議論、承認プロセス

が取られている。一方、比較的小規模の建築物の建築許認可については LA（後述）の所掌

となっている。 

LUPPD の職員数は技術系が 330 名、事務系が 136 名である。また、25 の県土地利用計画

ユニットが設立されている。土地利用計画を作成する際は、基盤図の上に、NBRO の地すべ

りハザードマップや衛星画像等を重ね合わせ解析を行っている。Village レベルでは通常は

10,000 分の 1 スケールの土地利用計画図を作成している。マクロレベルでは、県レベル、郡

レベルの図面が一般的である。 

しかしながら、現在のところ、LUPPD の作成する土地利用計画には法的権限はない。法

的権限を持たせるための法案が現在審議中とのことである。 

地方レベルの機関・組織 

  (1) 地方制度の概要 

「ス」国の地方行政では、独立当初から存在していた中央政府の行政ラインと、1987 年
以降導入された地方自治的な州制度のラインが並存している。基本的に両者は独立して機

能し、両者間を結ぶ常設機関はないが、必要に応じ会議等で調整が図られている。両ライン

の概要を以下に示す。 

New On going New On going New On going
1 Central Province 8 8 1,250 1,716 685 829
2 Northern Province 6 - 2,320 - 930 -
3 Sabaragamuwa Province 6 2 510 583 410 195
4 Uva Province 6 1 650 430 650 80
5 North Central Province 1 5 75 1,050 75 359
6 Southern Province 7 6 920 2,485 595 650
7 Eastern Province 4 1 150 185 90 50
8 North estern Province 7 1 802 158 732 85
9 Western Province 35 19 10,632 21,258 3,855 3,623

10 Preparation of 44 Development Plans 1 - 6 - 6 -
81 43 17,315 27,865 8,028 5,871

124 45,180 13,899

No. of Project TEC Allocation for 2018
Description
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出典：JICA スリランカ国防災セクター情報収集・確認調査ファイナルレポート (2017) 

図 ２-９ 各行政ラインの相互関係 

  (2) 中央行政ラインの機関・体制 

   1) 県（District） 

県事務所（District Secretariat）内に県災害管理調整ユニット（District Disaster Management 
Coordinating Unit：DDMCU）が置かれている。DDMCU のスタッフ数は 3～7 名程度。ユ

ニット長は DMC 本部から派遣される Assistant Director であり、DMC 本部の指揮系統に属

すると同時に、県行政長官（District Secretary または Government Agent）の直属となってい

る。 

また、NDRSC 本部からも各県事務所に District Relief Coordination Officer が派遣されて

いるが、DDMCU とは別系統である。両者の大まかなデマケとしては、DMC 派遣 Assistant 
Director が災害前及び災害発生中を担当、NDRSC 派遣 District Relief Coordination Officer が
災害後の対応を担っている。 

   2) 郡（DS Division） 

郡事務所（Divisional Secretariat）は DDMCU のようなユニットを持たず、郡行政長官

（Divisional Secretary）が災害管理に関する各種調整を担っている。NDRSC 本部から派遣

の Disaster Relief Officer 等が各郡に所属しており、現場の情報が集積しやすい。行政上の

意思決定ができる最小単位であり、被災者支援等でも重要な役割を担っている。 

   3) 行政村（GN Division） 

中央行政の末端機関であり、GN（村役人）と事務員が 1，2 名の体制。住民に最も近く、

日常的な住民と行政との主要な接点である。住民の代表者で構成されるコミュニティ防災

委員会を通じて災害関連情報の送受を行っており、災害発生の際は住民から最初に通報が

入る機関の一つである。 
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  (3) 地方自治ラインの機関・体制 

   1) 州（Province） 

災害管理は州大臣の所掌事項としては明確に割り当てられておらず、事実上、州首席大

臣が災害管理担当大臣となっている。州首席大臣は NCDM（国家防災評議会）の構成員で

あるが、災害発生時に州管轄下の設備の復旧等のため必要に応じて関係者が会合を開催す

る等の限定的な対応にとどまっている。 

   2) 地方自治体（Local Authority：LA） 

2011 年に制定された地方自治体（市町村）に関する国家政策（National Policy on Local 
Government）では、災害の影響を最小限にするための自治体レベルの計画策定とそのため

の環境整備が盛り込まれているが、現状ではその機能を果たしていない。また、LA レベル

の災害管理体制（担当部署・担当官・委員会等）も整っていない。本来自治体ラインをサ

ポートすべき州も、LA の災害管理体制が整っていないため、事実上中央行政ライン（県、

郡）が LA に対し各種の支援を行っている。 

土地利用に関しては、新規の建築物の建設許可、用地調査などの責務を担っている。 

２－５ 土砂災害非構造物対策の現状と課題 

土砂災害非構造物対策に係る現状と課題を以下に示す。 

土砂災害リスク評価に係る能力強化 

  (1) ハザードマップの精度向上 

土砂災害の多い 13 の県について、NBRO が縮尺 1:50,000 の土砂災害ハザードマップ 10を

作成している。さらに、危険性の高い地域については、縮尺 1:10,000 のハザードマップの作

成が順次進められており、NBRO のホームページで公開されている。ただし、これらは斜面

の地形勾配・地質・地下水・土地利用状況等を統計的に評価して、斜面の原位置の安定性を

示したものである。そのため、地すべりや土石流など影響範囲（流下範囲）を伴う現象の危

険範囲までを適切に示したものとなっていない。また、すべて「Landslide」として図化され

ており、斜面崩壊、地すべり、土石流などのリスクが異なる土砂災害タイプも適切に評価さ

れていない。土砂災害タイプを考慮し、また影響範囲も適切に評価した精度の高いハザード

マップ作成が課題である（縮尺 1:5,000 もしくは 1:2,500）。 

なお、精度の高いハザードマップ作成に不可欠な高精度の地形データは、2016 年に JICA
支援で実施された「防災強化のための数値標高モデル作成能力向上プロジェクト」で「ス」

国中央部を中心に整備が進められ、今後も測量局により LiDAR 測量が実施されていく予定

となっている。 

                                                        
10 NBRO では Landslide Hazard Zonation Map と呼んでいる。 
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出典： NBRO Annual Report (2017) 

図 ２-１０ Landslide Hazard Zonation Map の整備状況 

  (2) 土砂災害記録データベースの構築 

過去の災害記録は、リスク評価や早期警報のための雨量基準を検討する際の貴重な基礎

資料となる。しかしながら、これまで NBRO では災害記録のデータベースは整備されてお

らず、また NBRO 地方事務所から NBRO 本部に災害記録を伝達する体制はあるものの、報

告のフォーマットが統一されておらず十分な質の記録が蓄積されていなかった。NBRO は

TCLMP を契機に、2018 年 4 月頃からデータベース用のフォーマット（Excel）を作成し、過

去の災害データを転記する作業を始めた。今後は、地方事務所からの災害報告書のフォーマ

ット改善、汎用性の高いデータベースの構築が課題である。 

  (3) リスク評価手法の確立 

NBRO は、Landslide Risk Profile Development Project（2016-2020）で「Landslide Risk Mapping 
in Sri Lanka, User Manual」を整備中である。現在はまだドラフトの段階でリスク評価手法が

十分には確立・普及されていない。今後、「ス」国の土砂災害に適したリスク評価手法の確

立と、マニュアルの整備による技術者への知見の普及が課題である。 
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土砂災害警戒情報の基準値の改善 

前述したように過去の災害データが整理されていなかったため、地域ごとの雨量と土砂災害

発生の関係が明らかとなっていない。そのため現状では、過去の経験から設定した全国一律の

警戒発令基準値閾値を用いている。 

表 ２－９ 早期警戒に係る現行の雨量基準 

注意 75mm/day 
（避難準備のための）警報 100mm/day 

避難 75mm/hour もしくは 150mm/day 
出典： NBRO 

 

今後、より精度の高い早期警戒情報を発令するためには、過去の災害データを分析し、地域

ごとの雨量と土砂災害発生の関係を明らかにし、地域特性が考慮された雨量基準値を地域ごと

に設定し、運用していくことが望ましい。また、雨量基準値を今後発生する災害データを基に

適時見直していく必要がある。 

土砂災害に係る早期警報発令プロトコルは以下のとおりである。NBRO は 30 分間隔で収集

されるリアルタイムの雨量データを基に早期警戒情報を DMC に対して発信するとともに、

NBRO のホームページにも公開する。現行のプロトコルでは、NBRO の役割はあくまで警戒情

報を DMC に発信するところまでで、情報を拡散するところは NBRO の役割となっていない。

中央行政ラインで、DMC から各行政組織を経由して住民まで情報が届くのには時間を要し、短

時間の大雨には情報伝達のスピードも大きな課題となる。 
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出典： NBRO 提供資料より 

図 ２-１１ 早期警戒情報送信プロトコル 

なお、NBRO の雨量観測システムの雨量計は、2018 年現在 156 基が稼働している。今後、2018
年の終わりまでに 256 基まで増やす計画となっている。 

土地利用規制/開発基準に係る能力強化 

  (1) 土砂災害リスクを考慮した土地利用規制 

土砂災害リスクを考慮した土地利用規制（危険区域の指定）に関しては、「ス」国では明

確に法制度化されておらず、また手法も体系化もされていない。そのため、必要に応じて個

別に検討されているのが実態である。また、前述したように、地すべりや土石流の影響範囲

（流下範囲）が評価されていないため、適切な土地利用計画とも言い難い状況である。土砂

災害リスクを考慮した土地利用規制実施に係る体制強化が課題である。 

なお、「ス」国では都市域と都市域外とで土地利用計画の監督官庁が異なる。一般的に、

土地利用計画の主体は地方自治体（MC・UC・PS）にあり、NPPD がそれを監督する立場に

ある。ただし、都市域の認定を受けている地域については UDA の監督下となる。土砂災害
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リスクが想定される場合には、UDA 等から NBRO に申請書類が回覧され、NBRO が「地す

べりリスク評価報告書」を作成し、それを添付する形で申請書が返される。この手続きは、

土砂災害の抑制にとって有効であるが、申請数が多い一方で対応できる NBRO 職員の数が

限られるため、報告書作成に長期間を要することとなっている。土地利用に係るリスク評価

の精度向上と報告書の作成効率の改善も課題である。 

  (2) 土石流対策に係る能力強化 

日本の土砂災害防止法で土砂災害特別警戒区域（通称：レッドゾーン）に指定されると、

特定の開発行為に対する許可制、建築物の構造規制等が行われる。この場合、特定開発行為

において、土砂災害を防止するための対策工事は定められた技術的基準にしたがって講じ

られなければならない。「ス」国においても、土砂災害に関する土地利用規制を推進するた

めには、この対策計画の技術的基準の整備も必要となる。 

対策計画の技術的基準を検討する際、各土砂災害タイプについての構造物対策に係る知

見は不可欠である。急傾斜地の崩壊、地すべり、落石に係る構造物対策の能力強化は、TCLMP
で実施されてきた。一方で、土石流対策に係る技術移転はこれまで実施されておらず、また

土石流対策として一般的な砂防ダムも「ス」国では設計・施工の経験がない。「ス」国の土

砂災害は、多量の降雨により流出土砂が土石流化しやすい特徴が認められることもあり、土

石流に対するハード対策（砂防計画）に係る技術力の向上が課題である。 
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第３章 パイロットサイト候補地の選定 

３－１ パイロットサイトの選定 

NBRO との協議の結果、以下の 10 箇所をパイロットサイトの候補地として、情報収集及び現地

調査を実施した。各候補地の位置は巻頭位置図を参照されたい。 

表 ３－１ パイロットサイト候補地一覧 

No. パイロットサイト候補地 県 
1 Pambahinna Ratnapura 
2 Samanagama 
3 Udapotha Kegalle 
4 Udamba-siyambalapitiya 
5 Uduwara Badulla 
6 Weeriyapura 
7 Mahawaththagama 
8 Udagama/Pallegama Nuwara Eliya 
9 Lipakele 
10 Morawakkanda Matara 
出典： JICA 詳細計画策定調査団 

パイロットサイト選定のための選定基準を、NBRO と協議し、以下のように決定した。 

表 ３－２ パイロットサイト選定基準 

成果 

（アウトプット） 
選定条件 補助的な視点 

1.リスク評価 ・ 近年の災害歴がある。 

・ 直接被害を受けるおそれのある保全対象（人家、

公共施設）がある。 

・ 既存の NBRO 作成のハザードマップで危険が示

されている。 

・ 異なる土砂災害形態（急

傾斜地の崩壊、地すべり、

土石流） 

・ LiDAR データの有無 

2.早期警報 ・ 近くに既設の雨量計がある。 ・ 異なる雨量特性 

・ 異なる行政区域 

3.土地利用計画 ・ 住居・商業、農業、森林地域等が含まれている。 ・ 既存土地利用計画の有無 

出典： JICA 詳細計画策定調査団 

また、上記の選定基準の他に、以下の視点にも着目して、候補地を評価した。 

 土地利用計画／規制の責任機関が、都市域（UDA管轄）及び都市域外の両ケースを含

む。 
 異なる土砂災害シナリオを立案でき、パイロットサイトをモデルケースとして類似する

他地域に展開できる。 
 

現地調査は、JICA 調査団及び NBRO 職員（本部及び地方事務所）で実施した。まず 1 次スク

リーニングとして、候補地の適性を選定基準にしたがって評価し、優先個所を選定した。さらに

二次調査を実施し、パイロットサイトを決定した。 

  



 

－28－ 

表 ３－３ パイロットサイト現地調査日程 

 月日 パイロットサイト候補地 調査団員他 NBRO 職員※ 

第

一

次

調

査 

8/9 Pambahinna、Samanagama 西川・石飛 Jayathissa、Dayan、Abhitha、Kasun 
8/10 Uduwara、Weeriyapura、 

Mahawaththagama 
同上 Jayathissa 、 Dayan 、 Sehara 、

Bandara、Heshan 
Lipakele 同上 Jayathissa 、 Dayan 、 Dilushi 、

Suranjika 
8/11 Udagama/Pallegama 同上 同上 

Udamba-siyambalapitiya、 
Udapotha 

同上 Jayathissa、Dayan、Dilhani、Imalka 

第

二

次

調

査 

8/16 Morawakkanda 荒津・小林・山口・西川・

石飛・長井・櫻澤 
Jayathissa、Champika、Saroja 

Pambahinna 同上 Jayathissa 
8/17 Uduwara、Weeriyapura、 

Mahawaththagama 
同上 Bandara 

8/18 Udapotha 同上 Imalka 
出典： JICA 詳細計画策定調査団 
※ 長井氏（JICA専門家、防災行政アドバイザー）、櫻澤氏（JICA地球環境部, OJT）、Jayathissa氏（LRRMD部長代理）、

Dayan氏（HSPTD）、Abhitha氏・Kasun氏（NBROラトナプラ事務所）、Dilushi氏・Suranjika氏（NBROヌワラエリア事

務所）、Sehara氏・Bandara氏・Heshan氏（NBROバドゥラ事務所）、Dilhani氏・Imalka氏（NBROケゴール事務所）、

Champika氏・Saroja氏（NBROマタラ事務所） 

 

各サイトの評価結果一覧を次頁に示す。 
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NBRO との協議の結果、優先順位の高い候補地の中で、災害種別、属する県（District）、土地利

用計画に係る都市域区分・地方区分等がそれぞれ異なる 3 地区をパイロットサイトとして選定し、

NBRO と合意した。 

 Morawakkanda地区（Matara県） 
 Udapotha地区（Kegalle県） 
 Weeriyapura地区（Badulla県） 

 

当初は、Morawakkanda 地区（Matara 県）と Udapotha 地区（Kegalle 県）の 2 個所を選定する予

定であったが、NBRO から Badulla 県での都市域（住宅密集地）での非構造物対策が喫緊の課題

であるとの強い要望を受け、同特性を有する Weeriyapura 地区（Badulla 県）を追加で選定するこ

ととなった。 

３－２ 選定したパイロットサイトの概要 

Morawakkanda 地区（Matara 県） 

Matara 県の Kotapola 郡（DS）に属する。比高差 400m 程度の丘陵地となっており、流域の出

口には扇状地が形成されている。扇状地には、集落が立地し、A17 国道も位置している。周辺

の地質は花崗質岩と片麻岩が主に分布していると想定される。The National Atlas of Sri Lanka に

よると年間降水量は 3,000～4,000mm 程度である。 

本地区では、2017 年 5 月 26 日に土石流が発生し、死者行方不明者 23 名、家屋全壊 14 棟の

被害が生じた。発生した土石流は下流の国道に達し、国道も被災している。土石流が流下した

沢には土石が堆積しており、また上流域の斜面には亀裂を伴った不安定土塊が残存している。

今後も降雨によっては、再度土石流が発生する恐れがある。NBRO の Matara 事務所員による

と、下流に位置する 21 軒の家屋は既に移転したが、想定される被害範囲内にはまだ約 60 軒が

含まれるとのことである。 
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出典： Landslide Disaster 2017 May Damage & Loss Assessment, NBRO 

図 ３-１ 2017 年 5 月に発生した土石流の NBRO によるドローン調査結果 

Udapotha 地区（Kegalle 県） 

Udapotha 地区は、Kegalle 県の Bulathkohupitiya 郡（DS）に属しており、Ritigaha 川の左岸側

斜面に位置する。比高差 500m 程度の丘陵地となっており、明瞭な滑落崖地形を呈す。岩盤か

らなる滑落崖（急崖）の下方の崖錐斜面に家屋が立地している。また、谷部の河川沿いには B22
国道が通っている。周辺の地質は変成岩が主に分布していると想定される。The National Atlas 
of Sri Lanka によると年間降水量は 3,000～4,000mm 程度である。 

Udapotha 地区の東側に隣接する Kalupahana estate において、2016 年 5 月 17 日に地すべりが

発生し、死者行方不明者 22 名、10 棟の長屋全壊の被害が生じた。同降雨イベントにおいて、

Udapotha 地区においても亀裂が発生しており、今後の降雨によっては崖錐斜面で地すべりが発

生する恐れがある。規模の大きな地すべりが生じた場合は、直下を流れる Ritigaha 川の河道閉

塞（天然ダム）が生じ、河川の上流側に生じる湛水による被害、さらには決壊となれば大規模

な土石流や洪水が発生し、下流域に甚大な被害を与える恐れもある。また、Udapotha 地区上部

の急崖を呈す岩盤斜面においても連続した亀裂がくさび状に認められ、亀裂から水がしみ出し

ている様子も確認された。急崖部分では岩盤崩壊の恐れもある。 

NBRO の Kegalle 事務所員によると、これまでに特に危険と判断された 28 軒の家屋は既に移

転したとのことである。しかしながら、未だ Udapotha 地区内には約 80 軒の家屋が立ち並び、

学校も立地している。なお、本地区は UDA 管轄（Pradeshiya Saba）となっている。 
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Weeriyapura 地区（Badulla 県） 

Badulla 県の Hali-ela 郡（DS）に属する。Weeriyapura 地区は、約 5 万人が居住する Badulla 市

街地近郊に位置する。比高差 450m 程度の丘陵地となっており、崖錐斜面の上に、約 200 家屋

が比較的密集して立地しており、B97 国道も通っている。周辺の地質は片麻岩質変成岩が主に

分布していると想定される。The National Atlas of Sri Lanka によると年間降水量は 2,000～
3,000mm 程度である。 

本地区では、2011 年 1 月～2 月の豪雨によって、地すべり性の開口亀裂が生じ、家屋や長屋

に被害が生じた。その後も緩慢な地すべり性の変動が観測されている。また、滑落崖部の岩盤

斜面からは落石の恐れも考えられる。 

NBRO は、Badulla 県を対象として 1:10,000 より詳細な Landslide Hazard Zonation Map 及び危

険個所に立地する家屋の台帳の作成を進めている。また、NBRO の Badulla 事務所員によると、

簡易雨量計 2 基を設置しており、防災意識啓発プログラムも実施しているとのことである。な

お、本地区は UDA 管轄（Municipal Council）となっている。 

 

出典： Integrated Landslide Zonation Map, NBRO 

図 ３-２ Weeriyapura 地区の Landslide Hazard Zonation Map 

Weeriyapura 地区 
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第４章 関連プロジェクト及び他ドナーの支援状況 

４－１ 我が国の土砂災害対策分野における支援実績 

円借款「国道土砂災害対策事業（LDPP）」（2013 年 3 月～2019 年 3 月） 

標記事業では、土砂災害の危険がとりわけ高い 7 県（Nuwara Eliya 県、Matale 県、Kandy 県、

Badulla 県、Kegalle 県、Ratnapura 県、Kalutara 県）を対象に、土砂災害リスクの特に高い主要

国道の斜面 16 箇所へ対策工を設置している。同事業による対策工の設置や早期警報システム

機材の導入を通じて、基盤インフラである国道の土砂災害リスクを軽減し、道路網と周辺住民

の生活の安全性の強化を通じて、「ス」国の経済・社会開発に寄与することを目的としている。

NBRO は LDPP に技術支援機関として参画し、LDPP の実施を担う RDA に対して技術的な助言

を行っている。 

技術協力事業「土砂災害対策強化プロジェクト（TCLMP）」（2014 年 9 月～2018 年

9 月） 

上記 LDPP の附帯プロジェクトとして、LDPP の対象 7 県のうち土砂災害対策の優先度が特

に高い中部州の Kandy 県 11、Matale 県、Nuwara Eliya 県及び Uva 州 Badulla 県において NBRO
の構造物対策の能力強化を図る標記事業が実施された。同事業では、「ス」国に存在する 3 種
類の土砂災害（落石、地すべり、斜面崩壊）について、パイロット事業として対策工を実施し、

対策工の設計及び施工監理を通じて当該分野に関わる施工基準やマニュアル等を作成すると

ともに、NBRO に対して非構造物対策を含む土砂災害軽減対策の知識とノウハウの紹介を行っ

た。詳細計画策定調査時点（2018 年 8 月）ではすべてのパイロットサイトの瑕疵担保検査が終

了していた。本事業は標記事業の後継案件として、土砂災害防災を担う NBRO の非構造物対策

の能力強化に焦点を当てることで、今後さらに主要国道及び近隣住民に対する土砂災害リスク

の低減を図るものである。 

その他の支援実績 

この他、本事業に関連する「ス」国への主な支援実績は下表のとおり。 

表 ４－１ 関連分野の JICA 支援実績 

事業名 実施期間 スキーム 内容 

防災強化のための数

値標高モデル作成能

力向上プロジェクト

【終了済】 

2014 年 1 月～

2016 年 12 月 

技術協力 「ス」国における洪水及び地すべり等の自然災害発

生が懸念される地域（7,900km2）を対象とし、DEM

及び  DEM を基にした主題図の作成並びにモデル

作成に係る技術移転を行う。 

気象ドップラーレー

ダーシステム整備計

2017 年 6 月

（贈与契約締

無償資金協力 「ス」国全土を観測対象とした気象観測レーダーシ

ステムの整備により、リアルタイム雨量観測に関す

                                                        
11 Kandy 県のパイロットサイトは、同事業の詳細計画策定調査時点では予期しなかった地質状況により、予定していた対策工

の技術移転が困難なことが明らかになり、パイロットサイトからは削除された。 



 

－34－ 

画【実施中】 結） る能力強化を図る。2021 年 7 月より稼働予定。 

防災政策アドバイザ

ー派遣【実施中】 

2017 年 6 月～

2019 年 6 月 

長期専門家 MIWRM 配属。同省の組織強化と能力向上、および

防災関係機関の連携強化を図り、防災政策の更新を

支援する。 

出典：JICA 詳細計画策定調査団 

本事業では、上記の「防災強化のための数値標高モデル作成能力向上プロジェクト」で作成

された DEM データを成果１（ハザード分析・リスク評価）の活動に、「気象ドップラーレーダ

ーシステム整備計画」により得られるデータを成果 2（早期警報）の活動にそれぞれ活用予定

である。また M/M に記載されているとおり、本事業の実施に当たっては MIWRM に派遣され

ている防災政策アドバイザーと緊密に連携し、相乗効果の発現を目指す。 

４－２ 他ドナーの支援状況 

非構造物対策 

本案件との重複はないが、NBRO に対する非構造物対策関連支援を実施している他ドナー・

機関は以下のとおり。 

  (1) 「気候変動による自然災害の軽減に関する研究機関間協力 」（2013 年‐2022 年） 

ノルウェー地質工学研究所（Norwegian Geotechnical Institute、以下「NGI」）はこれまで様々

な機材供与と研修を実施し、NBRO の研究能力向上を支援している。本事業に関連する部分

としては、雨量計や土壌水分測定機材を寄付しており、これらの機材は NBRO の早期警報

システムと連携している。また、撮影用ドローンと画像処理が可能な最新のコンピューター

を供与して３D 地図作成研修を実施した。これらの機材は地すべり地図や再定住のための

地図、土地利用計画図など様々な目的に活用されている。この他にも、地盤沈下研究のため

の衛星画像や航空地図の判読支援、GPR レーダーやボアホールアンテナ等の機材供与を実

施している。 

  (2) 「コミュニティにおける地すべりリスク削減事業」（2017 年‐2018 年） 

タイのアジア災害予防センター（ADPC）は NGI とともに、世界銀行の支援を受けて、

NBRO や関連機関の土砂災害の危機管理に関する能力強化や関連機関の取り組みの統一化

を支援し、長期アクションプランの策定を目指す標記事業を実施している。2017 年に開始

され、NBRO 職員に対して流出域の評価とリスクマッピングに関する研修（2017 年 5 月と

9 月）や、NBRO、DMC、国家災害救援サービスセンター（以下、「NDRSC」）を対象とした

コミュニティベースの地すべり防災に関する研修合宿（2017 年 8 月）、NBRO や DMC、DOM
職員等に対して地すべりの早期警報に関する研修（2018 年 1 月）を実施している。事業実

施期間は 10 ヶ月。 

また、国連開発計画（UNDP）は NBRO がリアルタイムでの地すべり予測と早期警報能力の

向上を目的として 2013 年から 2017 年にかけて雨量計を 40 台供与している。 
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この他、詳細計画策定調査時点で計画中の NBRO に対する非構造物対策関連支援事業とし

て、世界銀行による災害に強い建築基準・規制に関する技術支援事業 12や米国地質調査所

（USGS）による早期警報のための雨量や土壌水分に関する数値解析モデルの実施とそのため

の機材供与などが計画されている 13。 

構造物対策 

土砂災害の構造物対策に関しては、以下の支援が実施中または実施予定である。 

  (1) 「気候変動対応能力向上プロジェクト (CRIP)」（2015 年-2019 年） 

世界銀行の支援により、気候変動に対応できる経済の構築を支援する事業で、NBRO は 2
つ目のコンポーネントである「より気候変動に対応できるインフラ整備」に関わっている。

NBRO が関与している主な事業は RDA が主体となって実施する道路防災事業（NBRO はサ

イト調査や対策工の設計・施工監理を担当）や NBRO が主体となって実施する学校防災

（Kandy 県の 18 校を対象に斜面の安定化等を実施）である。 

  (2) 「地すべり軽減事業（Landslide Mitigation Project）」（2019 年‐2022 年） 

アジアインフラ投資銀行（AIIB）の支援による、構造物対策の施工を通じた土砂災害のリ

スクや被害軽減を目指す事業。事業内容は以下のとおり 3 つのコンポーネントに分かれて

いる。 

i. Rambukkana から Badulla までの 160 キロの鉄道沿いの約 172 箇所への対策工の実施 

ii. 気候変動に対応したインフラに関する土地保護政策、設計基準や仕様の向上 

iii. 機材供与による NBRO のラボラトリー設備の強化 

標記事業の事業概要表 14によると（2）の成果指標として「改善された土砂災害管理に関

する政策や規制の数」が想定されているが、詳細については事業の準備期間中に決定される

予定である。詳細内容の確定後に、本事業との重複の有無や相乗効果について確認する必要

がある。 

                                                        
12  NBRO (2018) “ Developing Building Regulation for Resilience- Sri Lanka World Bank Scoping Mission- July 25-27, 2018” 

http://www.nbro.gov.lk/index.php?option=com_content&view=article&id=165:developing-building-regulation-for-resilience-sri-lanka-
world-bank-scoping-mission-july-25-27-2018&catid=2&Itemid=161&lang=en （2018 年 8 月 20 日にアクセス）  

13 プロジェクト・マネージャー（NBRO 地すべり調査危機管理部ジャヤティッサ博士）への聞き取り調査より 
14 https://www.aiib.org/en/projects/proposed/2018/_download/sri_lanka/landslide-mitigation.pdf（2018 年 8 月 31 日にアクセス） 
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第５章 環境社会配慮 

本事業は、「国際協力機構環境社会配慮ガイドライン（2010 年 4 月交付）」上、環境への望まし

くない影響は最小限であると判断されるため、環境カテゴリ分類を C として整理した。 
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第６章 協力の基本計画 

６－１ 協力の基本計画 

プロジェクト名称 

和文名： 土砂災害リスク軽減のための非構造物対策能力強化プロジェクト 
英文名： Project for capacity strengthening on development of non-structural measures for landslide 

risk reduction 

協力期間 

2019 年 1 月～2022 年 1 月（予定）（36 ヶ月） 

上位目標 

上位目標 指標 

土砂災害危険地域にお

いて、強化されたハザー

ド分析・リスク評価に基

づいた非構造物対策が

実施される。 

パイロットサイト以外の土砂災害危険地域において 

a. 本プロジェクトで得た知見を活かして更新されたハザードマップの数 

b. 地域特性を考慮して見直された早期警報基準値の数 

c. リスク評価を踏まえて策定された土地利用規制の数 

【指標に関する補足説明】 

本事業の中長期的な開発効果として、NBRO が本事業を通じて獲得する非構造物対策の知識・

技術・経験がパイロットサイト以外の土砂災害危険地域に波及することを想定する。「パイロッ

トサイト以外の土砂災害危険地域」とは LDPP の対象 7 県を想定するが、事業終了後 3 年以内

に全 7 県ですべての指標が実施されることは想定せず、また事業効果の想定波及地域をこの 7
県のみに限定しない。各指標の目標値については、活動がある程度進捗している中間レビュー

時点で設定することする。指標 a の「本プロジェクトで得た知見」は想定被害範囲の情報反映

を想定するが、詳細な内容については中間レビュー時点で併せて決定する。 

プロジェクト目標 

プロジェクト目標 指標 

土砂災害の適切なハザ

ード分析・リスク評価に

基づく、NBRO の非構造

物対策の能力が強化さ

れる。 

a. 改定されたプロトコルに従って、地域の特性を考慮した早期警報が発令され、

ホームページで公表される 

b. 土砂災害のリスク評価を踏まえて策定されたパイロットサイトの土地利用規

制の数 

c. 更新される「リスク評価マニュアル」と「土地利用規制/開発基準指針」の内

容が「地すべりリスク評価報告書」と「地すべり調査報告書」に反映される 

【指標に関する補足説明】 

指標 a に関して、NBRO のウェブサイトで発令中の地すべり警報の内容が公表されているが、

地域特性を考慮した早期警報基準の決定後は、新基準による早期警報の内容を DMC に伝達す

るとともに NBRO のウェブサイトでも公表する。それにより、住民が直接新基準による早期警
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報にアクセスすることが可能となる。指標 b に関しては、目標値はパイロットサイトの数（3）
となる。また、指標ｃにある「地すべりリスク評価報告書」は、「2－3－2 開発規制・土地利用

規制に係る法制度」に既述のとおり、土砂災害リスク地域での建設や開発行為の際に NBRO が

建設・開発行為の予定地を調査して地すべりのリスクを評価し、必要に応じて対策を提案する

もので、この文書の提出・提言への対応が土砂災害リスク地域における建設・開発行為を実施

する上で必要となっている。 

「地すべり調査報告書」は、地すべりの兆候があるサイトに関し、DS 等の要請に応じて実施

される調査で、NBRO が地すべりのリスクについて評価し、必要に応じて対策を提案するもの

である。本事業を通じて精度の高いリスク評価と構造物対策・非構造物対策の選定（特に対策

の費用対効果分析や開発基準等）に関する知識・技術が NBRO に移転されることで、これらの

文書において、より適切なリスク評価と提案という形で技術移転の成果が反映されることが予

想される。つまり本指標により、成果 1 と 3 の効果発現と、全国規模での効果の波及を観察す

ることができる。 

成果と活動 

成果 1 指標 

土砂災害のハザード分析・

リスク評価能力が向上す

る。 

a. 想定被害範囲の情報が反映されたハザードマップの数 

b. ハザードマップ作成マニュアルが更新され、NBRO のホームページに掲

載される 

c. （災害記録の管理を含む）リスク評価マニュアルが更新され、NBRO の

ホームページに掲載される 

d. 災害データ管理の手順に沿って災害データが拡充される 

活動 

1-1. 土砂災害に関する既存のマニュアル、災害種分類、リスク評価方法、データ収集とリスク評価体制・手

続きを確認する。 

1-2. 土砂災害データの管理方法を改善する。 

1-3. 過去の土砂災害記録を収集し、地域特性や雨量パターンとの関係を分析する。 

1-4. 既存のマニュアルを基に、ハザードマップ作成マニュアル（案）およびリスク評価マニュアル（案）を

作成する。 

1-5. パイロットサイトにおいて、1-3 で作成したリスク評価マニュアル（案）にしたがって、限定された地

域のハザード分析とリスク評価を実施する。 

1-6. 土石流の想定被害範囲特定のためのシミュレーションを実施し、ハザードマップを更新する。 

1-7. パイロットサイトにおいて関係者間のワーキンググループを結成し、パイロットサイトのリスク評価

について共有する。 

1-8. 1-5,1-6,1-7 で得られた教訓を基に、ハザードマップ作成マニュアルおよびリスク評価マニュアルを最

終化し、ワークショップを行う。 

1-9. パイロット地域外で限定された地域のハザード分析とリスク評価を実施する。既存の研修システムを

活用して研修を実施する。 

【指標・活動に関する補足説明】 

指標 a に関しては、目標値はパイロットサイトの数（3）となる。指標 d の「災害データ拡

充」については、災害データベースにおいて災害種別のデータ整理や雨量分析に必要な項目等
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の追加、各地域事務所も含めたデータ収集フォーマットの統一を実施することで、災害データ

の量と質を拡充することを想定する。評価の際は詳細計画策定調査時点でのデータベースの内

容 15と比較して、拡充されているか判断する。 

活動 1－4 における「既存のマニュアル」とは、NBRO が独自に作成中の「Landslide risk mapping 
in Sri Lanka:User manual」を指し、本事業の技術移転の内容に沿って内容を更新することを想定

する。ハザードマッピングについては、既存のマニュアル（「Manual: Landslide Hazard Mapping 
in Sri Lanka」）は広域のハザードマップ作成を目的としているが、本事業では「限定された地域

の（site-specific）」詳細なハザードマップを作成するため、技術移転の内容に沿ったマニュアル

の新規作成を想定している。 

活動 1－5，1－9 の「限定された地域のハザード分析・リスク評価」における「限定された地

域の（site-specific）」という単語は、NBRO の希望で追加された。これは、現在のハザードマッ

ピングは 1/10,000 程度あるいはそれ以下の小さな縮尺の地図上に、地形・地質等の 6 基準のみ

に基づき区分しているものであり、実際にリスク評価を行うにはこれだけでは不十分であるた

め、間のステップとして現地状況を踏まえたハザード評価が必要というのが NBRO の認識であ

る。そのステップはハザードマッピングまたはリスク評価に当然含まれるので、あえてプロジ

ェクト・デザイン・マトリックス（以下、「PDM」）にこの語（site-specific）を標記する必要は

ないというのが調査団の見解ではあったが、実際の活動内容・手順については双方の理解が一

致しており、大きな齟齬を生むこともないと思われたため、PDM では NBRO の意向に沿った

表記に変更している。 

活動 1－7 における「関係者間のワーキンググループ」については、「6‐2 実施体制」（後述）

を参照。ただし、ここに記載されているパイロットサイトのワーキンググループはコアグルー

プであり、現地の活動においては、その他必要に応じて「郡長官（Divisional secretary）、コミュ

ニティリーダー（僧侶等）、農業開発担当官、経済開発担当官」等の関係者も招待することを想

定している。また、活動 1－9 の「既存の研修システムを活用して研修を実施する」に関して

は、M/M にて合意したとおり、ハザードマッピング及びリスク評価に関する講師の育成を含む

研修活動を想定している。 

成果 2 指標 

早期警報発令に関する能力

が向上する。 
a. 早期警報の発令基準が地域の特性を考慮して見直される 

b. 早期警報発令のプロトコルが改定される 

c. 早期警報発令マニュアルが更新され、ホームページに掲載される 

活動 

2-1. 土砂災害リスク情報発信、早期警報発令体制・内容を調査する。（1-1 に重複する部分は除く） 

2-2. 1-3 から得られた結果を基に早期警報発令のための基準値を検討し、試験的に運用し、必要に応じて基

準値を見直す。地域特性を考慮した早期警報情報を適切な方法で公表、伝達する。 

2-3. 発令基準値の設定方法とプロトコルの改定を含む早期警報発令マニュアル（案）を作成する。 

                                                        
15 収集資料 1-15 参照。 
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2-4. 早期警報発令マニュアル（案）、更新されたハザードマップにしたがって、パイロットサイトで警戒避

難体制を強化する。（簡易雨量計の警戒基準値の更新、避難地図の更新等） 

2-5. パイロットサイトの警戒避難体制について、ワーキンググループや関係機関間で共有のためのワークシ

ョップを開催する。 

2-6. 2-2, 2-4, 2-5 から得た教訓を基に早期警報発令マニュアルを最終化し、ワークショップを行う。 

【指標・活動に関する補足説明】 

活動 2－2 の「地域特性を考慮した早期警報」は、パイロットサイトの各集水地域における気

候特性を考慮した上で、地域レベルの早期警報基準の設定を想定する。また同活動の「適切な

方法」については、詳細計画策定調査時点において NBRO 所長より、ホームページ上での公表

だけでなく、DMC と共同での携帯電話のアプリケーション開発により直接住民に届けること

も可能と考えているとの発言があった。 

成果 3 指標 

土地利用規制に土砂災害の

リスク評価を活用する能力

が向上する。 

土地利用規制/開発基準の指針案が更新され、NBRO のホームページに掲載さ

れる 

活動 

3-1. スリランカの土地利用規制/開発規制について調査する。 

3-2. 土地利用規制/開発基準指針（案）を作成する。 

3-3. 3-2 で作成した指針（案）を基に、パイロットサイトで土地利用規制/開発基準（案）を作成する。 

3-4. ワーキンググループで土地利用規制/開発基準（案）を検討する。 

3-5. 3-3, 3-4 から得た教訓を基に、土地利用規制/開発基準指針を最終化し、ワークショップを行う。 

【指標・活動に関する補足説明】 

活動 3－2 の「開発基準」とは、パイロット地域における非構造物対策を中心とする土砂災害

対策の基本計画として、必要に応じて砂防対策施設の配置計画、設計 16、効果測定を含め、土

地利用に係る安全基準を示すものとする。活動 1－5 のパイロットサイトのリスク評価の結果、

対策工の必要性が認められた場合は、基本計画を協力の対象とする。 

活動 3－3 の「土地利用規制/開発基準（案）」について、土地利用規制を主軸とするサイトで

は土地利用規制を、開発基準を必要とするサイトでは開発基準も検討することとする。活動 3
－5 の「土地利用規制/開発基準指針」に関しては、NBRO の既存の研修メカニズムを活用して、

NPPD や LUPPD、UDA、LA 等関連機関とも共有されることを想定する。 

投入 

  (1) 日本側 

a. 専門家派遣：短期専門家 

- 総括/土砂災害対策/施設計画 
- 災害データ分析・管理 
- 土砂災害ハザード分析・リスク評価 

                                                        
16 ただし設計に必要な測量等の追加調査は基本行わない。 
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- 早期警戒情報 
- 土地利用規制/開発基準 
- 業務調整/研修計画 

b. 本邦研修（ハザード分析・リスク評価、早期警報、土地利用規制/開発基準） 
c. 現地活動費 
d. 機材供与（雨量解析用ワークステーション） 
 

  (2) スリランカ側 

a. カウンターパート人材の配置 
- プロジェクト・ダイレクター（NBRO 所長） 
- プロジェクト・マネジャー（NBRO 地すべり研究危機管理部部長） 
- カウンターパート職員（地すべり調査危機管理部、定住計画研修部、土質工学試験

部、地域事務所） 
b. 執務スペース及び設備 
c. 必要なデータ 

- プロジェクトの活動に必要な各種データ・情報 
- 既存の土砂災害記録 
- 雨量データ 
- 測量、DEM データ 
- 今後設置予定の気象レーダーから取得される気象データ 

d. プロジェクト活動費 

外部条件 

  (1) 上位目標達成に関する外部条件 

- スリランカの防災政策に、大きな変化がない。 

  (2) プロジェクト目標達成に関する外部条件 

- 本プロジェクトの実施自体に影響を与える巨大災害がプロジェクト期間中に起こらな

い。 
- プロジェクトを通じて技術を身に付けたカウンターパート職員が異動しない。 

  (3) 成果達成に関する外部条件 

- 遅滞なく、プロジェクト関係予算が配分される。 

６－２  実施体制 

本事業の実施体制は下図のとおり。 
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出典：JICA 詳細計画策定調査団 

図 ６-１ 実施体制図 

６－３ 協力実施上の留意点 

必要なデータの概要 

本プロジェクトに必要な各種データの有無、内容、入手先等を確認した。 

表 ６－１ プロジェクトに必要な各種データ一覧 

必要データ 
データ

の有無 
内容 入手先 備考 

既往土砂災害記録 有 災害データ NBRO 
デ ー タ ベ

ー ス 構 築

中(Excel) 

LiDAR データ 一部有 

2016 年に JICA が実施した「防災強化の

ための数値標高モデル作成能力向上プロ

ジェクト」成果 
Udapotha：  2*2m mesh 
Weeriyapura：  2*2m mesh 
Morawakkanda： なし 

NBRO/測量局 
(測量局とNBROと

の MOU により、

NBRO の LRRMD
は点群データを受

領済) 

- 

雨量データ 有 

全国に 160 箇所(30 分間隔) 
ID 付 web サイトでリアルタイムで閲覧可 

NBRO - 

テレメータ雨量計 35 箇所(10 分間隔) 
非テレメータ雨量計 23 箇所(3 時間間隔) 

気象局 - 

テレメータ雨量計 120 箇所(10 分間隔) 
非テレメータ雨量計 170 箇所(1 時間～1 日

間隔) 
ID 付 Web サイトで特定箇所の日雨量デー

タは閲覧可 

灌漑局 - 

GIS データ 有 道路、家屋等 NBRO(HSPTD) - 
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(Weeriyapura については、各家屋の諸元

台帳あり) 

道路交通量データ 一部有 
パイロットサイト Morawakkanda 周辺の

A17 国道の交通量調査結果(調査時期・調

査項目など詳細は不明) 
RDA - 

航空写真 有 
1950 年-2010 年撮影 
1:8,000, 1:10,000, 1:20,000, 1:40,000 有料(1
画像当たり Rs.530) 

測量局 - 

出典：JICA 詳細計画策定調査団 
 

投入する機材については、利用目的、ニーズ、先方所有機材、将来の活用計画等を踏まえ、

投入の妥当性を検討し、以下に示す機種を計画した。 

表 ６－２ 機材調達（案） 

No 機種 使用目的 規格概要 
調達先 

｢ス｣国現地調
達可能 

専門家携行機
材 

1 雨量解析用ワークステーシ
ョン 

雨量解析、システ
ムサーバー用 

既存雨量観測シス
テムとの互換性を
確認し、決定する 

○ - 

2 無人航空機（ドローン）お
よび解析ソフトウェア 

調査・対策検討な
どに必要な DEM
データの作成 

写真測量用カメラ
搭載 UAV - ○ 

出典：JICA 詳細計画策定調査団 

その他の留意点 

「ス」国では、4 月～6 月、10 月～1 月の間で降雨量が多く、土砂災害もこの時期に多く発生

する。この時期は、C/P 職員及び関係機関が災害対応等により多忙になることも想定されるた

め、専門家の派遣や本邦研修の開催時期については、雨季の時期を考慮する必要がある。 
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第７章 ５項目評価 

７－１ 妥当性 

「ス」国及び日本の関連政策、カウンターパート機関や対象社会のニーズとの整合性が高く、

アプローチも適切であることから、本事業の妥当性は高い。 

スリランカの防災政策との整合性 

「ス」国政府の国家防災計画である「国家災害管理計画（NDMP）2013-2017」では早期警報

や土地利用規制のためのリスク評価、関係機関のハザードマッピング能力強化、防災主流化の

土地利用計画への反映（ハザードマップに沿った土地利用計画の作成）を重視しており、本事

業はこれらの方向性と一致している。また「総合災害管理プログラム 2014-2018」においては、

土砂災害リスクの削減を掲げて NBRO が実施するべき成果が定められており、本事業はこれら

の成果達成に係る能力強化を支援することができる。 

日本の支援政策と整合性 

我が国の「ス」国に対する「国別援助方針（2013 年 6 月策定）」では、「脆弱性の軽減」を重

点分野の一つとしており、防災能力強化に向けた政府の体制整備支援を重視している。したが

って、MIWRM の下部機関である NBRO の防災能力強化を支援する本事業は日本の援助政策と

も一致している。また、対「ス」国民主社会主義共和国 JICA 国別分析ペーパーにおいても、気

候変動・防災対策プログラムにおいて、災害予防と早期警戒システムの強化に取り組むとして

いる。 

加えて、2017 年に実施した「防災セクター情報収集・確認調査」において、「ス」国政府と今

後の防災協力方針を確認した「防災ロードマップ」の中で土砂災害に関して非構造物対策の重

要性が指摘されていることから、本事業はこれらの分析・方針に合致する。さらに、2017 年の

日本―「ス」国間の首脳会談における共同声明では、安倍首相が防災分野を含む重要分野にお

ける協力継続を表明しており、その防災分野における協力事業として本事業が想定されている

ことから、本事業は日本の支援方針と一致している。 

社会のニーズと整合性 

上述の「防災ロードマップ」で指摘されているように、地球温暖化と人口増加により災害被

災者の数は増加しつつあり、「ス」国を襲う様々な災害の中でも地すべりによる死者・行方不明

者が最も多い。しかし構造物対策のみでは土砂災害対策としては限界があり、土砂災害リスク

の軽減には非構造物対策を適切に組み合わせる必要があることから、NBRO の非構造物対策に

関する能力強化は喫緊の課題であり、「ス」国社会のニーズに合致している。 

カウンターパート機関のニーズとの整合性 

「2-6 土砂災害対策の課題」に既述のとおり、NBRO の非構造物対策能力を強化していく必

要性があり、先行案件（TCLMP）実施中から NBRO は当該分野の能力強化に関する技術支援を
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要請してきた。本事業は NBRO からの要請書（の非構造物対策に関する部分）に沿う形で計画

されている。また、NBRI 法案が可決されれば、NBRO の土地利用規制に関する権限拡大とと

もに法的な責任が付帯されることから、NBRO の非構造物対策の能力強化を目指す本事業はカ

ウンターパート機関のニーズに合致している。 

アプローチの適切性 

「ス」国政府の土砂災害対策の能力強化に関し、JICA はこれまで LDPP や TCLMP を通じて

NBRO の主に構造物対策の能力強化を支援してきた。本事業により NBRO の非構造物対策の能

力強化を支援することで、NBRO の総合的な土砂災害対策能力が強化され、今後さらに主要国

道及び近隣住民に対する土砂災害リスクの低減を進めることが可能になる。また、本事業によ

る早期警報の発令能力強化を通じて、LDPP で整備した早期警報システムを含む既存の早期警

報システムをさらに効果的に活用することができる。したがって本事業は LDPP の開発効果を

高め、喫緊の課題である NBRO の総合的な土砂災害対策能力強化に貢献する点でアプローチは

適切である。 

パイロットサイトの選定に関しては、「3-2 パイロット事業候補地の選定」に既述のとおり

LDPP の対象 7 県のうち、本事業の各成果の活動に必要な複数の基準に合致するサイトが選定

されており、パイロットサイトの選定は適切である。また、サイト数は想定投入量から考えて

妥当と考えられる。 

７－２ 有効性 

設定された投入・期間で成果の達成が見込まれること、各成果の達成によりプロジェクト目標

の達成が可能になると考えられることから、本事業の有効性は高いと見込まれる。 

本事業は「7-3 効率性」に後述のとおり、設定された投入・期間で成果の達成が見込まれる。

また、本事業では NBRO の所掌範囲である土砂災害の非構造物対策（早期警報・土地利用規制）

に関して、成果１を通じて NBRO の災害データベースの内容を拡充し、地域特性と雨量パターン

との関係を分析することで、成果 2 における地域特性を考慮した早期警報発令基準値の検討・運

用が可能になる。また、成果１を通じて NBRO のハザード分析・リスク評価能力が向上すること

で、成果 3 では、より精度の高いリスク評価を NBRO の実施する土地利用規制/開発規制や対策

工の選定・実施に反映させることが可能になる。これらの成果発現により、本事業のプロジェク

ト目標である「土砂災害の適切なハザード分析・リスク評価に基づく、NBRO の非構造物対策の

能力が強化される」が達成される見込みは高い。以上の理由から、本事業の有効性は高いと見込

まれる。 

７－３ 効率性 

事業コンポーネントの選択と集中による効率化の取組み、円滑な実施体制、適切な事業期間と

投入、関連案件との相乗効果などの点から、投入・活動の効率性は高い。プロジェクトの効率的

な実施が阻害されるような喫緊の課題は見受けられなかった。 
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本事業では、構造物対策やコミュニティレベルの活動を含む広範な内容の先方要請に対し、非

構造物対策に焦点を絞った上で各成果が発現できるように必要な活動を計画し、各活動の成果が

別の活動で確実に活用されるという効率的な事業計画になっていることから、十分な知識・経験

のある専門家が派遣されれば、設定された投入・期間内で各成果の発現は実現可能と考えられる。

実施体制については NBRO のマネジメント及び関連部署と協議し、事業の円滑な実施に必要な関

係機関が JCC メンバー及びパイロットサイトでのワーキンググループに含まれていることを確

認した。事業期間に関しては移転技術の試用期間や他地域での適用を含めた期間設定となってお

り、プロジェクト目標の達成に必要十分と考えられる。投入のタイミングも適切に計画されてい

る。 

「ス」国側の投入に関しては、予算面では承認済みの政府資金をマッチングファンドとして予

定していること、人材面では NBRO 関連各部署代表 17は本事業の活動に少なくとも 3－5 名の人

員配置（他業務との兼任を含む）を検討しており、シニア職員だけでなく、なるべく多くの若手

職員を参加させ、経験を積ませたいとのコメントもあったこと、また地域事務所職員のコミット

メントも高いことから、詳細計画時点で投入に大きな問題は見られない。一方で、先行案件より

も本部職員の業務量が大きくなることから、事業開始後は実際に十分な人員が本事業に配置され

るよう注視していく必要がある。 

またパイロットサイトを LDPP の対象 7 県から選択し、成果 1 と 2 の活動においては JICA の

防災関連案件による DEM データやドップラーレーダーの気象データの活用を想定しており、関

連事業との相乗効果の発現を考慮した計画となっている。詳細計画策定調査時点で本事業と他の

ドナー・援助機関の支援内容との重複はないが、今後の他ドナー・機関の動向については注視し

ていく必要がある。 

７－４ インパクト 

本事業では複数の正のインパクト発現が予想される。 

まず第一に、本事業は NBRO のオーナーシップが高く、成果の他地域への展開にも意欲的であ

ることから、長期的な正のインパクトとして、本事業により向上した NBRO の非構造物対策が

LDPP 対象 7 県を含む他の土砂災害危険地域に波及していくことが予想される。したがって、上

位目標である「土砂災害危険地域において、強化されたハザード分析・リスク評価に基づいた非

構造物対策が実施される」は実現できる見込みが高い。 

第二に、土砂災害リスク地域の LA 等関係機関は地すべりのリスクについては理解しているも

のの、取り得る対策（構造物/非構造物対策）について十分な知識がない 18ことから、本事業への

関与を通じて関係機関の土砂災害対策に関する知識向上（と対策実施による災害リスク軽減）に

貢献すると考えられる。 

                                                        
17 プロジェクト・マネージャー及び定住計画研修部部長のコメント 
18 プロジェクト・マネージャーへの聞き取り調査 
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第三に、本事業でプロジェクト・マネージャーを担当予定の NBRO 職員は大学でもリスク評価

等土砂災害対策について教鞭をとっていることから、本事業を通じて移転された技術や知識が高

等教育機関を通じてさらに共有されることが予想される。 

最後に、災害データベースの整理・拡充は研究開発に貢献すると予想される。NBRO では過去

の災害データが統一されたフォーマットで保管されておらず、必要なデータを探すことが容易で

ないため、現状ではデータを研究開発に活用することが困難との指摘が複数あった。 

詳細計画策定調査時点で負のインパクトは想定されていない。 

７－５ 持続性 

持続性は全般的に高く、既存の研修システムを用いた講師の育成と十分な数の職員への研修が

実施されれば、持続性は確保される見込みである。NBRI 法案が承認されれば、より事業効果の持

続性は高まると予想される。 

政策制度面の持続性は概ね高い。NDMP の更新を支援している防災政策アドバイザー（JICA 長

期専門家）によると今後の防災政策に大きな変化は予想されないことから、政策面での支援は協

力終了後も継続する可能性が高い。制度面では、改定基準による警報発令に必要な制度は既に整

備されている。土地利用に関しては土砂災害リスク地域の建設・開発行為に際しては NBRO の承

認を得ることになっているものの、法的な強制力は弱い。提出中の NBRI 法案は NBRO の土地利

用規制に関する権限強化に繋がる内容であることから、承認されれば本事業の土地利用規制に関

する効果が確実に維持・強化されると見込まれる。 

組織面では、NBRO の本事業に関するオーナーシップは高く、職員数は過去 5 年間で増加し続

けており、離職率も低いため、事業終了後の活動継続に大きな問題は見られない。ただし地すべ

り調査危機管理部職員は地方事務所への異動があることから、知識・技術の維持には十分な数の

職員が本事業の研修に関わる必要がある。また本事業では先行案件と比較して本部職員のコミッ

トメントが大きくなると予想されることから、事業開始後は実際に十分な人員が本事業に配置さ

れるよう注視していく必要がある。 

財政面の持続性も高い。「2-5 NBRO の組織体制」に既述のとおり NBRO の収入は過去 5 年間

増加し続けている。また本事業で支援する活動は概ね NBRO の通常業務であり、パイロットサイ

ト以外の地域での活動も含めて承認済みの政府予算で実施予定であることから、協力終了後も財

政面の持続性について大きな問題は見られない。 

技術面では、成果 1 のリスク評価と成果 2 の早期警報に関しては、事業期間内の他地域への展

開や試用期間による運用が予定されていること、マニュアルを共同で作成または更新し、誰でも

利用できるように NBRO のウェブサイトで共有予定であること、また既存の研修システムを用い

て講師の育成を含めて同機関内での研修実施が予定されていることから、移転技術の定着・維持

を図る事業計画になっており、NBRO 内で維持される見込みが高い。一方で、成果 3 に関しては、

土砂災害対策の費用対効果分析や開発基準の検討等 NBRO にとって新しい分野も含まれている

ことから、とりわけ十分な研修と NBRO のニーズに沿った使いやすいマニュアルの共同作成が技

術面での持続性確保には重要になると予想される。
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